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事 業 報 告
会社の現況

１．当社グループの主要な事業内容（2026年3月31日現在）
　�当社及び連結子会社は、金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業、次世代・機能推進等の
各分野において、総合商社である当社を中心として全世界に広がる事業拠点とその情報力を活用し、多種多様な
商品の売買、製造、輸送、ファイナンス等各種事業を多角的に行っています。さらには資源・インフラ開発プロ
ジェクトの構築、環境・新技術・次世代燃料やウェルネスに関連する事業投資やデジタルを活用した価値創出等の
幅広い取組みを展開しています。

２．当社グループの主要な事業拠点（2026年3月31日現在）
　当社の事業拠点は、本店に加え、国内支社・支店が10拠点、当社現地法人及び海外支店等が109拠点あります。
　主要な事業拠点は以下のとおりです。
　当社本店	 （東京都千代田区）
　国内　当社支社	 北海道支社（札幌）、東北支社（仙台）、中部支社（名古屋）、北陸支社（富山）、関西支社（大阪）、
	 四国支社（高松）、中国支社（広島）、九州支社（福岡）
　海外　現地法人	 MITSUI & CO. （U.S.A.） （米国三井物産）
	 MITSUI & CO. EUROPE （欧州三井物産（英国））
	 MITSUI & CO. （ASIA PACIFIC） （アジア・大洋州三井物産（シンガポール））
　�なお、重要な子会社及び持分法適用会社の状況、並びに現地法人を含めた連結子会社及び持分法適用会社の数の
推移につきましては、当社ウェブサイトに掲載している「第107回定時株主総会招集ご通知」のP.45の「重要な
子会社等の状況」をご参照ください。
　（URL: https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html）

３．使用人の状況
（単位 ： 名）

オペレーティング・
セグメント

当社及び連結子会社の使用人数 当社の使用人数
2025年3月31日現在 2026年3月31日現在 2025年3月31日現在 2026年3月31日現在

金属資源 655 663 356 354
エネルギー 1,314 1,362 543 545
機械・インフラ 13,798 13,204 915 916
化学品 7,124 6,704 867 852
鉄鋼製品 1,626 1,920 288 273
生活産業 20,529 20,221 939 904
次世代・機能推進 8,073 8,140 600 611

（その他） 3,281 3,249 880 878

合計
（前連結会計年度末比） 56,400 55,463

（△937） 5,388 5,333
（△55）

（注1）上記使用人には、臨時従業員（嘱託、パートタイマーなど）を含んでいません。
（注2）「その他」には、各現場で事業支援に従事する従業員は含まず、当該従業員は該当セグメントに配分しています。
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４．主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）
（単位 ： 百万円）

借　　　入　　　先 当社の借入額

株式会社三井住友銀行 776,316

株式会社三菱UFJ銀行 558,628

MITSUI & CO. FINANCIAL SERVICES （AUSTRALIA） LTD. 435,997

株式会社国際協力銀行 289,428

日本生命保険相互会社 222,000

明治安田生命保険相互会社 216,000

三井住友信託銀行株式会社 189,880

農林中央金庫 149,970

（注）百万円未満は、切り捨てています。

５．当社グループの資金調達及び設備投資の状況
　⑴資金調達
　�当社は、事業活動に必要となる適切な流動性の確保と財務の健全性・安定性維持を資金調達の基本方針とし、
主として国内における生損保・銀行等からの長期借入及び社債の発行等によって、10年程度の長期資金を中心と
した資金調達を行っているほか、大型投融資案件等では政府系金融機関からの借入やプロジェクト・ファイ
ナンスを活用しています。また、金融子会社及び現地法人においても、資金需要に応じ長短借入並びにコマー
シャル・ペーパー（短期社債）の発行を行っています。
　�子会社については原則として生損保・銀行等のグループ外部からの資金調達を行わず、金融子会社、現地
法人等の当社グループ資金調達拠点を通じたキャッシュ・マネジメント・サービスの活用により、資金調達の
一元化と資金効率化を推進しています。
　�当連結会計年度末においては、有利子負債（リース負債除く）は5兆1,229億円（前連結会計年度末比8,130
億円増加）、現預金控除後のネット有利子負債は4兆1,390億円（同8,089億円増加）となりました。

　⑵設備投資
　�当連結会計年度における有形固定資産等及び投資不動産の取得のうち、重要な支出は、以下のとおりです。

（単位 ： 億円）
オペレーティング・

セグメント 事　業 金　額

金属資源
Rhodes Ridge鉄鉱石事業
豪州鉄鉱石事業
豪州原料炭事業

7,238
663
215

エネルギー 石油・ガス開発・生産事業 1,271

エネルギー､機械・インフラ 発電事業 425

化学品 化学品向けタンクターミナル事業 184
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６．当社グループ及び当社の財産及び損益の状況の推移
　⑴当社グループの財産及び損益の状況の推移

期　別
項　目

第104期
（2023年3月期）

第105期
（2024年3月期）

第106期
（2025年3月期）

第107期
（当連結会計年度）

収益 14,306,402百万円 13,324,942百万円 14,662,620百万円 13,995,222百万円

売上総利益 1,396,228百万円 1,319,715百万円 1,288,366百万円 1,328,153百万円

当期利益
（親会社の所有者に帰属） 1,130,630百万円 1,063,684百万円 900,342百万円 833,971百万円

基本的1株あたり当期利益
（親会社の所有者に帰属） 360円91銭 352円80銭 306円73銭 291円12銭

親会社の所有者に帰属
する持分合計 6,367,750百万円 7,541,848百万円 7,546,615百万円 8,767,744百万円

総資産 15,380,916百万円 16,899,502百万円 16,811,509百万円 20,821,528百万円

（注1）上記の表は、会社計算規則第120条第1項の規定により国際会計基準に準拠して作成しています。
（注2）財産及び損益の状況については、国際会計基準による用語に基づいて表示しています。
（注3）基本的1株あたり当期利益（親会社の所有者に帰属）は、期中平均株式数により算出しています。
（注4）百万円未満及び銭未満は、四捨五入しています。
（注5）�当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。「基本的1株あたり当期利益（親会社の所有者に

帰属）」は、当該株式分割が第104期（2023年3月期）の期首に行われたと仮定して算出しています。

　⑵当社の財産及び損益の状況の推移
期　別

項　目
第104期

（2023年3月期）
第105期

（2024年3月期）
第106期

（2025年3月期）
第107期

（当事業年度）

収益 4,792,312百万円 3,715,650百万円 3,830,479百万円 3,869,839百万円

当期純利益 922,579百万円 535,348百万円 723,548百万円 603,727百万円

1株あたり当期純利益 294円49銭 177円56銭 246円50銭 210円74銭

純資産 2,494,047百万円 2,437,110百万円 2,584,866百万円 2,811,503百万円

総資産 7,539,370百万円 7,838,353百万円 8,030,668百万円 9,290,602百万円

（注1）�1株あたり当期純利益は、期中平均株式数により算出しています。
（注2）�百万円未満は切り捨て、銭未満は四捨五入しています。
（注3）�当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。「1株あたり当期純利益」は、当該株式分割が

第104期（2023年3月期）の期首に行われたと仮定して算出しています。
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会社役員に関する事項

１．執行役員の状況（2026年4月1日現在） は取締役を兼務
役　位 氏　名 担　当

社　　　長 堀　　　健　一 CEO（最高経営責任者）

副社長執行役員 中　井　一　雅

CSO（チーフ・ストラテジー・
オフィサー）
コーポレートスタッフ部門担当役員

（経営企画部､事業統括部､コーポ
レートコミュニケーション部､
サステナビリティ経営推進部 管掌）

　副社長執行役員 佐　藤　　　理 アジア・大洋州本部長

　副社長執行役員 松　井　　　透 米州本部長

　副社長執行役員 大　黒　哲　也
デジタル・電力ソリューション本部、
モビリティ第一/第二本部、アジア・
大洋州本部 管掌

専務執行役員 福　田　哲　也

CDIO（チーフ・デジタル・イン
フォメーション・オフィサー）
デジタル総合戦略部､金属資源
本部､鉄鋼製品本部､ICT事業本部、
コーポレートディベロップメント
本部 管掌

　専務執行役員 古　谷　卓　志

ベーシックマテリアルズ本部､
パフォーマンスマテリアルズ本部､
ニュートリション・アグリカル
チャー本部､食料本部､流通事業
本部､東アジアブロック､韓国三井
物産 管掌

　専務執行役員 山　口　賢一郎
グローバルLNG本部、総合エネ
ルギーソリューション本部、ウェル
ネス事業本部、米州本部 管掌

　専務執行役員 遠　藤　陽一郎 ウェルネス事業本部長

役　位 氏　名 担　当

　常務執行役員 高　野　雄　市
General Counsel（ジェネラル・
カウンセル）
コーポレートスタッフ部門担当役員

（監査役室、法務統括部、ビジネス
法務部 管掌）

　常務執行役員 田　中　　　誠

CFO（チーフ・フィナンシャル・
オフィサー）
コーポレートスタッフ部門担当
役員（CFO統括部、経理部、財務部、
リスクマネジメント部、IR部、
フィナンシャルマネジメント第一/
第二/第三/第四部 管掌）

　常務執行役員 稲　室　昌　也

CHRO (チ ー フ・ヒ ュ ー マ ン・
リソース・オフィサー )
CCO（チーフ・コンプライアンス・
オフィサー）
コーポレートスタッフ部門担当役員

（人事総務第一/第二部、ロジス
ティクス戦略部 管掌）、BCM

（ 災 害 時 事 業 継 続 管 理 ）、国 内
ブロック、欧州ブロック、中東・
アフリカブロック、CISブロック 
管掌

　常務執行役員 森　　　　　清
CSO補佐
グローバルLNG本部、総合エネ
ルギーソリューション本部 管掌
補佐

　常務執行役員 小日山　　　功 インドネシア三井物産社長
　常務執行役員 若　菜　康　一 中部支社長
　常務執行役員 石　田　大　助 国内ブロック総代表（関西支社長）
　常務執行役員 渡　辺　　　徹 人事総務第一部長
　常務執行役員 栗　原　雅　男 経理部長
　常務執行役員 福　岡　潤　二 タイ国三井物産社長
　常務執行役員 常世田　　　円 欧州総代表
　常務執行役員 白　井　卓　哉 モビリティ第二本部長
　執 行 役 員 高　杉　　　亮 鉄鋼製品本部長

　執 行 役 員 高　荷　英　巳 ㈱三井物産戦略研究所代表取締役
社長

　執 行 役 員 徳　谷　昌　也 東アジア総代表
　執 行 役 員 恩田（榮喜）ちさと サステナビリティ経営推進部長
　執 行 役 員 薙　野　太　一 事業統括部長

　執 行 役 員 清　水　一　樹 デジタル･電力ソリューション
本部長

　執 行 役 員 小　出　哲　也
米州副本部長兼米国三井物産
Western States Regional
Officer

　執 行 役 員 倉　橋　雅　彦 PT CT CORPORA, Director
　執 行 役 員 佐　野　　　豊 食料本部長
　執 行 役 員 茂　木　輝　哉 パフォーマンスマテリアルズ本部長
　執 行 役 員 浅　海　直　治 流通事業本部長

　執 行 役 員 内　田　康　弘 デジタル･電力ソリューション
副本部長

　執 行 役 員 山　村　　　敬 豪州三井物産社長
　執 行 役 員 原　　　恭　二 グローバルLNG本部長
　執 行 役 員 小　谷　　　周 エームサービス㈱代表取締役社長

　執 行 役 員 犬　塚　俊　隆 ニュートリション・アグリカルチャー
本部長

　執 行 役 員 梁　川　英　治 総合エネルギーソリューション
本部長

　執 行 役 員 柳　沢　勇　人 ブラジル三井物産社長
　執 行 役 員 赤　司　哲　朗 ICT事業本部長
　執 行 役 員 千　歳　敦　子 米州副本部長兼CSO
　執 行 役 員 榎　本　至　洋 ベーシックマテリアルズ本部長

　執 行 役 員 戸　谷　重　之 コーポレートディベロップメント
本部長

　執 行 役 員 新　井　信　介 内部監査部長
　執 行 役 員 三　井　剛　史 モビリティ第一本部長
　執 行 役 員 若　林　浩　一 インド総代表
　執 行 役 員 小　西　秀　明 金属資源本部長
　執 行 役 員 松　本　陽　介 経営企画部長
　執 行 役 員 浅　野　謙　吾 デジタル総合戦略部長

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

ご
参
考



5

２．社外役員の状況
　⑴社外取締役の状況
　　社外取締役の活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要は、以下のとおりです。

Samuel Walsh
サミュエル ウォルシュ
（2017年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席しました。長年にわたり、自動車産業での
上級管理職及び国際的資源事業会社の最高経営責任者として培ってきた、グローバルな視点と卓越
した経営能力、豊富な事業経営経験に基づき、幅広い観点からの提言や指摘等を行い、取締役会の
議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2026年3月期は、ガバナンス委員会の
委員（4回すべてに出席）を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向けて建設的な意見を
積極的に述べました。

内山田　竹　志
（2019年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席しました。長年にわたり、トヨタ自動車
株式会社において時代が求めるモビリティ社会を実現し得る環境・安全技術の研究開発や、消費者が
求める製品の開発を手掛けてきた経験を有し、同社の役員として優れた経営手腕を発揮しました｡
取締役会ではグローバル企業におけるマネジメント経験と社会全般に対する高い見識に基づき、
幅広い視点からの提言や指摘等を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献して
います。2026年3月期は、指名委員会の委員長（5回すべてに出席）として、CEOを含む経営幹部の
選任プロセスの透明性及び実効性の向上において強いリーダーシップを発揮しました。

江　川　雅　子
（2020年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席しました。東京大学の役員や成蹊学園学園長と
しての経営経験、グローバルな金融機関での長年の勤務経験、日本企業の経営やコーポレート・
ガバナンスに関する研究を通じて培った金融及び企業経営に関する高い見識に基づき、取締役会の
議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2026年3月期は、ガバナンス委員会の
委員（4回すべてに出席）を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向けて建設的な意見を
積極的に述べたほか、報酬委員会の委員長（4回すべてに出席）として、役員報酬制度に関する
議論において強いリーダーシップを発揮しました｡

石　黒　不二代
（2023年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席しました。IT企業創業者としての長年に
わたる企業経営経験及びIT/DX分野の知見に加えて、上場企業の社外取締役としての経験を通じて
培った企業経営に関する高い見識に基づき、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに
貢献しています。2026年3月期は、指名委員会の委員（5回すべてに出席）として、CEOを含む
経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けて、多角的な視点から議論に貢献しま
した。

Sarah L. Casanova
サラ L. カサノバ

（2023年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席しました。マクドナルド社において北米・
CIS・東南アジアでの勤務経験を通じて国際的消費者ビジネスの知見を培い、2013年から2019年
までの間、日本マクドナルド株式会社の最高経営責任者として同社の大幅な業績改善及び成長
戦略の実現に優れた経営手腕を発揮しました｡取締役会では同氏の消費者ビジネスにおける深い
知見とグローバル企業での経営経験に基づき、多角的な視点からの提言や指摘等を行い、取締役会の
議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2026年3月期は、ガバナンス委員会の
委員（4回すべてに出席）を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向けて建設的な意見を
積極的に述べました。

Jessica Tan Soon Neo
ジェシカ タン スーン ネオ
（2023年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回のうち10回に出席しました。IBM社やマイクロソフト社
での勤務経験を通じて得たIT/DX分野の知見に加え、シンガポール上場企業の社外取締役としての
経験を通じて培った企業経営に関する高い見識に基づき、取締役会の議論の活性化や実効性の
向上に大いに貢献しています。2026年3月期は、報酬委員会の委員（4回のうち3回に出席）として、
役員報酬制度に関する議論の深化に貢献しました。
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⑵社外監査役の状況
　　社外監査役の活動状況は、以下のとおりです。

（ご参考）2026年6月17日定時株主総会後の当社監査役会の構成（予定）

氏　名 年齢 当社における地位 監査役
在任年数

ガバナンス
委員会

指　名
委員会

報　酬
委員会

1 藤　原　弘　達 65歳 現任    常勤監査役 3年

2 重　田　哲　也 62歳 新任    常勤監査役 ー

3 玉　井　裕　子 60歳 現任   社外   独立 監査役 4年 ○

4 林 　 眞 琴 68歳 現任   社外   独立 監査役 3年 ○

5 髙　波　博　之 66歳 現任   社外   独立 監査役 1年 ○

（注）独立  印は、東京証券取引所及び当社の独立性判断基準を満たしており、独立役員として届け出ていることを表すものです。

株式に関する事項

１．株式の状況（2026年3月31日現在）
　発行可能株式総数	 5,000,000,000株
　発行済株式の総数	 2,864,666,576株（自己株式17,038,165株を含む）
　株主数	 430,521名
	 （注1）�当連結会計年度において､2025年11月5日付の取締役会決議による、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、東京証券取引所立会取引市場における市場買付の方法により､2025年11月6日から2026年3月19日までに
41,075,000株の自己株式を取得価格総額199,999,903,991円にて取得しました｡

	 （注2）�なお､2025年11月5日付の取締役会決議に基づき、2026年3月30日付で41,075,000株の自己株式を消却しました。

玉　井　裕　子
（2022年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席し、また、監査役会19回すべてに出席し、
弁護士として培ってきた知識・経験等に基づき、発言を行っています。2026年3月期は、ガバナンス
委員会の委員（4回すべてに出席）を務め、より実効性及び客観性あるガバナンス構築に資する
意見を積極的に述べました。

林　　　眞　琴
（2023年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会11回すべてに出席し、また、監査役会19回すべてに出席し、
検事としての長年の経験により培われた、ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い見識に
基づき、発言を行っています。2026年3月期は、指名委員会の委員（5回すべてに出席）として、
CEOを含む経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論に貢献しました。

髙　波　博　之
（2025年6月就任）

2026年3月期に開催された取締役会のうち就任後開催の8回すべてに出席し､また､就任後開催の
監査役会14回すべてに出席し､公認会計士として培ってきた知識・経験等に基づき､発言を行って
います｡2026年3月期は、報酬委員会の委員（就任後開催の2回すべてに出席）として､役員報酬
制度に関する議論の深化に貢献しました｡
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２．大株主（上位10名）の状況（2026年3月31日現在）

株　　主　　名 当社に対する出資状況
持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 459,252 16.12

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505104 296,732 10.42

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 178,755 6.27

日本生命保険相互会社 70,141 2.46

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 55,563 1.95

NATSCUMCO 43,876 1.54

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS 
LENDING OMNIBUS ACCOUNT 37,635 1.32

JP MORGAN CHASE BANK 385781 37,003 1.29

GOVERNMENT OF NORWAY 30,366 1.06

大樹生命保険株式会社 27,720 0.97

（注1）千株未満は､切り捨てて記載しています｡
（注2）�当社は､2026年3月31日時点で自己株式17,038,165株を保有しています｡また､持株比率は､自己株式を控除して計算し､小数点第3位

以下は切り捨てて記載しています｡

３．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　⑴�在任条件型譲渡制限付株式報酬

株式数（株） 交付対象者数（名）

取締役（社外取締役を除く） 177,000 6

（注）社外取締役及び監査役につきましては、該当する事項はありません。

　⑵�業績連動型譲渡制限付株式報酬

株式数（株） 交付対象者数（名）

取締役（社外取締役を除く） 82,000 5

（注）社外取締役及び監査役につきましては、該当する事項はありません。

（注）当社の株式報酬の内容につきましては､当社ウェブサイトに掲載している「第107回定時株主総会招集ご通知」のP.47～51をご参照ください｡
　  　 （URL: https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html）

新株予約権等に関する事項
当連結会計年度の末日に当社役員等が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

１．取締役､監査役及び執行役員が保有する新株予約権

発行年
（発行決議日） 新株予約権の数 目的である株式の

種類及び数 発行価額 行使に際して出資
される財産の価額 行使期間

2015年3月期
（2014年7月4日） 39 個 普通株式

7,800 株 無償 1株あたり1円 2017年7月28日から
2044年7月27日

2016年3月期
（2015年7月8日） 41 個 普通株式

8,200株 無償 1株あたり1円 2018年7月28日から
2045年7月27日

2017年3月期
（2016年7月13日） 53 個 普通株式

10,600 株 無償 1株あたり1円 2019年7月29日から
2046年7月28日

2018年3月期
（2017年7月5日） 481 個 普通株式

96,200 株 無償 1株あたり1円 2020年7月20日から
2047年7月19日

2019年3月期
（2018年7月4日） 440 個 普通株式

88,000 株 無償 1株あたり1円 2021年7月25日から
2048年7月24日
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２．区分別の内訳
発行年

（発行決議日）
取締役（社外取締役を除く） 監査役 執行役員

個　数 保有者数 個　数 保有者数 個　数 保有者数
2015年3月期

（2014年7月4日） 39 個 1 名 − − − −

2016年3月期
（2015年7月8日） 41 個 1 名 − − − −

2017年3月期
（2016年7月13日） 53 個 1 名 − − − −

2018年3月期
（2017年7月5日） 481 個 2 名 − − − −

2019年3月期
（2018年7月4日） 440 個 3 名 − − − −

（注1）2019年6月20日定時株主総会決議により、役員に対する株価条件付株式報酬型ストックオプション制度は廃止しています。
（注2）�執行役員のうち、取締役を兼務しているものの保有状況は、取締役の欄に記載しています。
（注3）�2026年3月期末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び総数（退任者の保有分を含む）は、普通株式281,800株です。
（注4）�2024年7月1日付で行った普通株式1株を2株とする株式分割により、「目的である株式の種類及び数」は調整されています。

〔株価条件の詳細〕
　①�新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年経過
した場合には、以降、新株予約権を行使することができないものとする。

　②�当社株価成長率＊1が TOPIX（東証株価指数）成長率＊2と同じ、または上回った場合、付与された新株予約権を
すべて行使できる。

　③�当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合、付与された新株予約権の内の一部＊3しか行使できない。
　　＊1 �割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社株価成長率で、以下の式で算出。

当社株価成長率＝（A＋B）÷C
A：�権利行使期間開始日の属する月の直前3カ月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
B：�新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株あたりの配当金の総額
C：�新株予約権割当日の属する月の直前3カ月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値

　　＊2 �割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出。
TOPIX成長率＝D÷E
D：�権利行使期間開始日の属する月の直前3カ月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E：�新株予約権割当日の属する月の直前3カ月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値

　　＊3 �行使できる新株予約権の個数＝付与された新株予約権の個数×（当社株価成長率÷TOPIX成長率）

会計監査人の状況

１．会計監査人の名称
　有限責任監査法人トーマツ

２．会計監査人に対する報酬等の額
　当連結会計年度に係る、当社及び当社の連結子会社の会計監査人に対する報酬額は以下のとおりです。

（単位：百万円）　　 　　　　　　　　　　　　　　　

区　分 監査証明業務に
基づく報酬額

非監査業務に
基づく報酬額

当　　　社 932 63

連結子会社 943 2

計 1,875 65

（注1）当社は、会計監査人との契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分していません。
（注2）�監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な

資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、
検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び同第2項に従い、同意を行っています。

（注3）�一部の子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを
含む）の監査を受けています。
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３．非監査業務の内容
　�当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である、コンフォート
レター作成業務及びサステナビリティ情報開示に関する助言業務等を委託しています。

４．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は会計監査人の解任、不再任等の決定の方針を以下のとおりとしています。
　⑴�会計監査人の任期は1年とし、再任を妨げない。
　⑵�会計監査人の選任、解任及び不再任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議する。会計
監査人の再任については、監査役会にて決議する。

　⑶�当社都合の場合のほか、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反または抵触した場合、公序良俗に
反する行為があった場合、及び、監査契約に違反した場合、会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議
議案とすることが妥当かどうかを監査役会にて検討する。

　⑷�監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に
基づき会計監査人を解任することができる。

業務の適正を確保するために必要な体制及び当該体制の運用状況
　�当社の「業務の適正を確保するために必要な体制」（会社法第362条第4項第6号）の概要及び当該体制の運用
状況の概要は以下のとおりです。2026年3月期においては、業務の適正を確保するために必要な体制の運用に
つき、当社は会議の実開催・往査とWeb会議・オンライン発信等の併用により、各体制の整備・維持に努めました。
　なお、上記体制についての詳細は当社ウェブサイト「コーポレート・ガバナンス」をご覧ください｡
　（URL：https://www.mitsui.com/jp/ja/company/outline/governance/index.html）

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴�コンプライアンス・インテグリティ、すなわち法令遵守及び企業倫理・社員倫理維持を全役職員の業務遂行上の
最重要課題の一つとして位置づけた「三井物産役職員行動規範」の誓約
⑵�チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を委員長とするコンプライアンス委員会設置、インテ
グリティの浸透・コンプライアンス徹底のための研修等実施、内部通報窓口の社内外への複数設置、違反者の
厳正処分、及び遵守状況監視
⑶�監査役による取締役及び使用人の業務執行における法令・定款等の遵守状況監視
⑷�社外取締役選任による取締役会の監督機能強化及び社外役員を含めた諮問委員会（ガバナンス委員会、指名
委員会、報酬委員会）設置による経営の客観性・透明性確保

　 上記体制の運用状況
•コンプライアンス・インテグリティについて
　�当社では、社員一人ひとりにコンプライアンス意識を徹底させ、インテグリティをもって行動することを
求めるとともに、コンプライアンス違反を未然に防ぎ自浄作用を発揮するインテグリティのある組織づくりに
グローバル・グループベースで取り組んでいます｡三井物産グループ行動指針-With Integrityの制定から約5年
経過したことから、世の中の変化の潮流を捉えて、経営会議、取締役会にて議論の上、2024年6月に改訂版を
公表しました。
　�（URL：https://www.mitsui.com/jp/ja/sustainability/governance/compliance/index.html）
　�当社役職員による三井物産役職員行動規範等の誓約を毎年度確認し、健全なコンプライアンス意識とインテ
グリティを備えるためのさまざまな研修プログラムを実施しています。2025年3月期には、実際の発生事例を
もとにしたE-Learningを作成し、全役職員が受講しています。2025年11月実施の「With Integrity月間」では、
「デジタル・AI時代のIntegrityを考える-当社グループの信用を守り、未来をつくる」をテーマに、情報漏洩等の
リスク（セーフティネット）と共有による判断の質・業務効率の向上（メリット）の両方を考えさせると
ともに、新たな情報活用・管理の周知の機会とするため、社長・経営幹部によるメッセージの発信、チーム
ディスカッション、AIガバナンスに関する講演、実写版動画作成等の全社企画を実施しました。また、インテ
グリティを身近に感じるエピソードを交えた社外役員によるメッセージ動画も社内配信しています。
　�コンプライアンス体制運営状況については、経営会議及び取締役会における年2回の報告での活発な議論を
通じて体制の更なる改善につなげているほか､事業本部長も参加し現場目線を取り入れたコンプライアンス
委員会（2026年3月期は2回実施、2027年3月期よりインテグリティ委員会に改称）での議論を通じてコンプ
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ライアンス不正事案の再発防止策や予防施策を検討・実施しています。また、2026年3月期もコンプライアンス
意識調査を実施し､各ユニットと連携し､数値や社員から寄せられたフリーコメントから組織の風通しやハラス
メントの予兆等を測定しながらコンプライアンス問題の発生予防への取組強化を継続しています｡このほか､
グループ内で発生する類似のコンプライアンス不正事案については､その原因を分析・確認しながら､不正の
撲滅に向けた個別対策を推進する取組みを進めています｡発見統制機能の中核である内部通報制度に関しては､
制度の信頼性向上及び制度の利用促進に向け、既存の通報・相談ルートに加えて、匿名通報対応システムを
2025年3月期に導入し、コンプライアンスに関する問題で何かおかしいと思うことがあったら声を上げる
「Speak Up」を容易にする環境づくりを推進しています。
•監査役による監視状況について
　�監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席や決裁書類の閲覧等を通じて経営陣の意思決定
過程の監査を行い、経営幹部との定期的な面談、会計監査人・内部監査部との連携を含む監査活動を通じて、
取締役の職務執行の監査を行っています。

• �取締役会の監督機能強化及び経営の客観性・透明性の確保について
　�当社では多様なバックグラウンドを持つ6名の社外取締役を選任し、その専門的な知見や経験知を経営及びその
監督に活用しています｡社外取締役は､各々の専門性に根差した意見及び視座を提供しており､取締役会で
審議される案件や議題の多角的な分析を通じた監督機能強化に大きく寄与しています｡実効性の高い監督
機能を発揮するため、定期的な取締役会付議・報告基準の見直しや、取締役会の議題及びフリーディスカッ
ションのテーマについて取締役・監査役から意見聴取を行っており、2026年4月の取締役会付議・報告基準の
見直しにおいては、経営会議にて取締役会に付議・報告すべきと決定した事項については個別の基準に達しない
事項であっても、付議・報告を行うことを明確化し、監督機能の更なる発揮にむけた体制強化を推進しています。
なお、2026年3月期は取締役・監査役フリーディスカッションを2025年9月に「Post現中期経営計画グランド
デザイン」及び「人的資本経営」をテーマに実施しました｡ガバナンス委員会（4回開催）､指名委員会（5回
開催）､及び報酬委員会（4回開催）においても社外役員の意見を踏まえた議論を行い､経営の客観性・透明性の
確保に努めると同時に、各諮問委員会から取締役会への更なる報告・情報共有を図りました｡ガバナンス委員会
では､2026年3月期の取締役会実効性評価、取締役会付議・報告基準見直しなどについて議論しました｡指名
委員会では､引き続き社外役員への情報提供・資料の拡充を図り、役員のサクセッションプランについて議論
しました｡また､報酬委員会ではグローバルな競争環境下における中長期的な企業価値貢献を意識した報酬
水準や、業績連動型譲渡制限付株式報酬について審議しました｡このほか､2026年3月期は､社外取締役及び
社外監査役で構成する社外役員会議を12回開催し株式市場との対話のフィードバック、事業分野と戦略等に
ついて議論しました｡また、毎年、各取締役・各監査役の自己評価なども踏まえ、取締役会の実効性について
分析・評価を行っており、2026年3月期は第三者機関（外部専門家）を起用し、実効性評価を実施しました。社外
役員会議、ガバナンス委員会、経営会議での議論を経て、2026年4月の取締役会で2026年3月期の取締役会の
実効性は適切に確保されている旨決議しています。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報管理規程等に基づく、株主総会議事録、取締役会議事録等重要情報の保存・管理

　 上記体制の運用状況
　�当社では、意思決定過程を適切に検証できるよう、株主総会、取締役会等の重要な会議体の議事録を速やかに
作成し、保管しています。

　�また、情報管理規程等に基づく情報管理を徹底しており、社外秘情報のうち特に高度な管理を要するものを
「重点管理情報」に指定し、取扱者を限定するなど、より厳密な管理を実施しています。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴事業本部長及び地域本部長による、自らの権限内の事業等に伴う損失の危険（リスク）の管理
⑵�経営会議及びポートフォリオ管理委員会を核とした、コーポレートスタッフ部門が多種多様なリスクを全社
一元的に管理する統合リスク管理体制の構築
⑶�「危機対策本部規程」及び「災害時事業継続管理規程」に基づく危機対策本部設置等による重大事態発生時の
対応

　 上記体制の運用状況
　�当社では、権限分掌制度及び稟議制度を適切に運用し、コーポレートスタッフ部門が事業部門の意思決定を
監視し、支援することにより、事業活動に伴うリスクの管理を徹底しています。
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　�また、取引先への与信限度額等の事前設定、専門部署によるモニタリングにより、信用リスク・カントリーリスク
等の定量的リスクを管理しています。

　�2026年3月期は、ポートフォリオ管理委員会を9回開催し、全社ポートフォリオやキャッシュ・フロー・
アロケーション、及び定量リスク状況等をモニタリング、関係会社のControl Self-Assessment取組状況を
確認し、全社レベルでのポートフォリオ戦略策定と適切なリスク管理を継続しました。

　�また、経営会議においてリスク種別ごとのリスクエクスポージャーとコントロール、国別カントリーリスク
対応方針についての審議、及びコンプライアンス体制運営状況、サイバーセキュリティ対応状況等のレビューを
行いました。取締役会においても、これらの取組みについての報告が行われています。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴取締役会による取締役の職務執行の監督及び執行役員制による効率的な職務執行
⑵�経営会議、ポートフォリオ管理委員会等の各種会議体での充実した議論を通じた、経営執行段階の意思決定の
効率化及び適正化
⑶�事業本部制及び地域本部制（グローバルマトリクス制）による横断的かつスピード感のある経営及び関係
コーポレートスタッフ部門各部による審議の上、全社最適の観点から管掌執行役員が決裁する稟議制度の
構築
⑷�中期経営計画及び年度事業計画に基づく経営諸施策遂行及び進捗状況の取締役会における検証

　 上記体制の運用状況
　�当社では、事業部門とコーポレートスタッフ部門の連携により、稟議制度を円滑に運用しています。また、経営
会議、ポートフォリオ管理委員会等の各種会議体で充実した検討を行うことにより、経営執行段階の適正かつ
効率的な意思決定を実現しています。

　�取締役会では、経営課題への対応の進捗状況を検証するため、個別案件のみならず、全社的な課題に関する
付議・報告を行っており、2026年3月期は、コンプライアンス体制運用状況、サステナビリティ経営推進活動
状況、労働安全衛生管理体制及びウェルビーイング経営に関する取組み、資産ポートフォリオレビュー、リスク
エクスポージャーとコントロール、サイバーセキュリティ対応状況等について付議・報告が行われました。

　�また、取締役会付議・報告基準見直しを含む、社内手続に関する各種規程の見直しも随時実施し、業務執行の
効率化を図っています。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
⑴�関係会社の自律経営を原則とした上での経営状況把握、連結経営体制構築・維持、及び出資者としての適切な
意思表示等による関係会社の適正な管理
⑵�主要な関係会社の法令及び社内規則等の遵守状況監査要請
⑶�関係会社における適切な内部通報制度の構築及び通報者探索・不利益取扱いの禁止の要請、及び関係会社からの
当社役職員コンプライアンス違反等に関する社内外の内部通報窓口を通じた報告

　 上記体制の運用状況
　�当社では、子会社・関連会社に対し、当社との関係性に応じ、「三井物産コーポレート・ガバナンス及び内部統制
原則」の遵守を義務づけ、または当社の体制に準じた内部統制体制の整備を要請しています。さらに、2024年
6月に改定した「三井物産グループ行動指針-With Integrity」の周知を進めるとともに､グローバル・グループ
ベースで活用する「関係会社コンプライアンス体制整備ガイドライン」を改定し、各社における取締役会等での
コンプライアンスやインテグリティの浸透についての定期的な議論や独占禁止法・贈賄防止法等重要法令
リスクへの対応体制等に関する項目を追加・充実化し、自律自走のコンプライアンス体制強化に努めています｡

　�また、当社役職員を関係会社主管者とし、「関係会社主管者職務規程」に基づく関係会社の管理を実施しています。
主要関係会社に対しては、当社内部監査部から常勤監査役を差し入れるなど、重点的なグループ監査対応を
しています。

　�さらに、連結グループにおける事業経営の実効性を高め、各社が創造する付加価値を最大化することを目的と
して、「三井物産グローバル連結経営指針」を定め、グループ各社の有機的な連携や、各社が保有する経営資源、
機能及びネットワークの共有を促しています。

　�2026年3月期も、主要な国内外関係会社において、コンプライアンス意識調査を効果的に実施し､また､グループ
でのコンプライアンスの強化に努めました。

　�国内関係会社では、当社が指定する社外弁護士及び第三者機関を内部通報窓口として使えるようにすると
ともに、改正公益通報者保護法も踏まえ通報者探索・不利益取扱いの禁止等の徹底を要請しています。海外
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関係会社でも、各地域のコンプライアンス統括責任者が中心となり、現地の法令や特性を考慮しつつ、より
安心して利用できる報告・相談ルートを整備しています。さらに、従前より国内外の独占禁止法・贈賄防止法に
関する事案の報告・相談窓口としてのグローバル・グループ・ホットラインも設けており、これらを通じ課題の
把握と解決に努めています。

６．�監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の
取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
⑴�監査役室設置及び3名以上の専任使用人の配置
⑵監査役室の組織変更及び室員人事に関する監査役の同意

　 上記体制の運用状況
　�2026年3月期末現在、監査役室には専任の監査役スタッフを5名配置し、監査役の職務の補助にあたらせて
います。また、監査役室の室員人事の決定は、担当管掌役員が監査役の同意を得て行うこととしています。

７．監査役への報告・情報収集に関する体制
⑴�監査役による取締役会、経営会議、その他の重要な会議への出席、監査役への重要書類等の回付、会長・社長・
CCO・その他の取締役・執行役員等との定期的な連絡会議の開催等による監査役への報告（関係会社に関する
事項を含む）
⑵�会社に著しい損害等を及ぼすおそれのある事実を発見した場合の取締役から監査役会への即時の報告
⑶�主要関係会社の往査及び関係会社監査役との日頃の連携等を通じた関係会社管理の状況の監査

　 上記体制の運用状況
　�監査役は、会社に重大な影響を及ぼすおそれのある問題が発生した際に担当部署責任者より速やかに報告を
受けるほか、取締役会及びその諮問委員会、会長・社長との定期的な面談や、社外取締役との意見交換、会計
監査人・内部監査部との定例会議における情報共有・意見交換等を通じて、情報収集に努めています。さらに、
常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席、取締役・執行役員、コーポレートスタッフ部門部長等との
定期的な面談や、重要書類の閲覧、子会社の常勤監査役との連絡会等を通じ、日々経営執行の状況についての
情報収集・調査に努め、監査役会で報告するほか書面でも社外監査役に情報共有しています。

　�監査役は、国内外の主要な関係会社の中から当該年度において重要と位置づけられる会社を監査役会指定
重要関係会社に指定し、これらを中心とする関係会社経営陣や、現地会計監査人とも意見交換するなどして、
グローバル・グループベースでの関係会社管理状況についても能動的に情報収集を行っています。情報収集に
際しては、現地への往訪及びWeb会議双方の良さを活かすべく、両者のベストミックスを追求しています。

　�上記のとおり当社では、グローバル連結経営上の問題事象・重要事項が、適時適切に監査役に報告される環境を
整備し、実効的に運用しています。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴�取締役による監査役監査環境の整備
⑵�内部監査部、法務各部、経理部その他各部の監査への協力
⑶�会計監査人との相互に緊密な連携
⑷顧問弁護士その他社外専門家への委嘱
⑸�監査役の職務の執行に係る費用の負担

　 上記体制の運用状況
　�監査役の監査環境及び内部監査部、法務各部、経理部その他各部からの監査への協力に関して、コーポレート
各部署との定期的な面談や報告に加え、具体的な個別事案の調査や特定の項目に関する継続的なモニタ
リングにおいて、関係するコーポレートスタッフ部門各部の協力により、必要な情報収集を行い、監査役の
監査に役立てています。監査役は、内部監査部及び会計監査人との毎月の個別定例会、並びに三者合同定例
連絡会等を通じて意見交換を行うほか、内部監査部が被監査部門（被監査関係会社）に対して行う報告会に
参加して所見を述べるなど、実効的な三様監査を実施しています。監査役は、会計監査人の独立性・職務執行
体制・品質管理体制等についても会計監査人との意見交換を行い、会計監査の相当性の判断に役立てています。
また、監査役会では、独自に顧問弁護士を起用し、監査役業務に関する相談を適宜実施しています。

　�当社では、係る弁護士費用も含め、監査役の職務執行のために必要な予算を確保するとともに、監査役の職務の
執行に係る費用を負担しました。
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９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
反社会的勢力及びその関係取引先との取引禁止等、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方の全役職員への
周知徹底及び社内における対応部署の設置による、警察、弁護士等の外部専門機関との連携

　 上記体制の運用状況
　�当社では、反社会的勢力の排除を全役職員に徹底しており、個別の事業活動においても、新規案件の検討段階で
反社会的勢力排除のためのチェックリストを活用したスクリーニングを実施しています。
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科　　　　目
親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 その他の資本の 

構成要素 自己株式 合　計

2025年4月1日残高 343,442 407,732 5,801,064 1,073,611 △    79,234 7,546,615 216,017 7,762,632

　当期利益 833,971 833,971 30,350 864,321

　その他の包括利益 875,027 875,027 17,178 892,205

当期包括利益 833,971 875,027 1,708,998 47,528 1,756,526

所有者との取引額：

　親会社の所有者への配当 △ 301,817 △  301,817 △  301,817

　非支配持分株主への配当 △    20,710 △    20,710

　自己株式の取得 △  200,029 △  200,029 △  200,029

　自己株式の処分 △     1,144 △       406 1,552 2 2

　自己株式の消却 △ 179,149 179,149 － －

　株式報酬に伴う報酬費用 721 12,552 △          75 813 14,011 14,011

　非支配持分株主との資本取引 △        681 645 △          36 7,342 7,306

利益剰余金への振替 △   13,370 13,370 － －

2026年3月31日残高 344,163 418,459 6,140,218 1,962,653 △    97,749 8,767,744 250,177 9,017,921

当連結会計年度（2025年4月1日～ 2026年3月31日） （単位：百万円）

連 結 計 算 書 類
連結持分変動計算書

科　　　　目
親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 その他の資本の 

構成要素 自己株式 合　計

2024年4月1日残高	 343,062 391,856 5,551,736 1,323,821 △   68,627 7,541,848 228,095 7,769,943

　当期利益 900,342 900,342 21,214 921,556

　その他の包括利益 △ 239,627 △ 239,627 △      1,979 △  241,606

当期包括利益 900,342 △ 239,627 660,715 19,235 679,950

所有者との取引額：

　親会社の所有者への配当 △ 274,157 △ 274,157 △  274,157

　非支配持分株主への配当 △   29,098 △   29,098

　自己株式の取得 △ 400,038 △ 400,038 △ 400,038

　自己株式の処分 △     1,013 △        896 1,913 4 4

　自己株式の消却 △ 386,945 386,945 － －

　株式報酬に伴う報酬費用 380 9,845 83 573 10,881 10,881

　非支配持分株主との資本取引 7,044 318 7,362 △     2,215 5,147

利益剰余金への振替 10,901 △   10,901 － －

2025年3月31日残高	 343,442 407,732 5,801,064 1,073,611 △   79,234 7,546,615 216,017 7,762,632

前連結会計年度（ご参考）（2024年4月1日～ 2025年3月31日） （単位：百万円）
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連結包括利益計算書（ご参考）

科 　 　 　 　 目 前連結会計年度
（2024年4月1日～ 2025年3月31日）

当連結会計年度
（2025年4月1日～ 2026年3月31日）

百万円 百万円

包括利益：

　当期利益			   921,556 864,321

　その他の包括利益：

　再分類修正により連結損益計算書へ分類されない項目：

　　FVTOCIの金融資産		  △ 138,071 542,393

　　確定給付制度の再測定		  △ 21,178 13,436

　　持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △ 5,804 6,520

　　上記に係る法人所得税 51,413 △ 179,017

　再分類修正により連結損益計算書へ分類される項目：

　　外貨換算調整勘定 △ 76,628 175,647

　　キャッシュ・フロー・ヘッジ 30,766 △ 72,285

　　持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △ 93,019 395,356

　　上記に係る法人所得税 10,915 10,155

　その他の包括利益計 △ 241,606 892,205

　当期包括利益 679,950 1,756,526

　当期包括利益の帰属：

　　親会社の所有者 660,715 1,708,998

　　非支配持分 19,235 47,528
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セグメント情報（ご参考）

金属資源 エネルギー 機械・ 
インフラ 化学品 鉄鋼製品 生活産業 次世代・ 

機能推進

収益 1,921,641 3,230,684 1,523,232 2,933,647 626,845 3,409,644 347,472

売上総利益 249,084 202,466 209,529 251,683 52,513 218,422 139,702

持分法による投資損益 73,678 44,049 239,824 21,749 19,377 67,252 △ 19,196

当期利益（親会社の所有者に帰属） 253,604 164,213 225,852 67,523 18,929 51,975 58,966

基礎営業キャッシュ・フロー 330,384 262,047 184,067 102,605 17,922 7,809 46,432

当連結会計年度末現在の総資産 4,313,238 4,181,385 4,427,304 2,241,755 862,431 3,091,075 2,655,302

当連結会計年度（2025年4月1日～ 2026年3月31日） （単位：百万円）

合　計 その他 調整・消去 連結合計

収益 13,993,165 2,057 － 13,995,222

売上総利益 1,323,399 5,724 △ 970 1,328,153

持分法による投資損益 446,733 － 709 447,442

当期利益（親会社の所有者に帰属） 841,062 20,657 △ 27,748 833,971

基礎営業キャッシュ・フロー 951,266 22,714 4,925 978,905

当連結会計年度末現在の総資産 21,772,490 10,312,013 △ 11,262,975 20,821,528

合　計 その他 調整・消去 連結合計

収益 14,661,179 1,441       － 14,662,620

売上総利益 1,284,941 4,041 △ 616 1,288,366

持分法による投資損益 493,513       － 563 494,076

当期利益（損失）
（親会社の所有者に帰属） 921,717 △ 42,839 21,464 900,342

基礎営業キャッシュ・フロー 1,008,191 7,677 11,607 1,027,475

前連結会計年度末現在の総資産 17,900,606 9,240,410 △ 10,329,507 16,811,509

金属資源 エネルギー 機械・ 
インフラ 化学品 鉄鋼製品 生活産業 次世代・ 

機能推進

収益 1,941,858 3,967,511 1,483,679 2,979,453 653,605 3,339,668 295,405

売上総利益 263,867 189,990 200,055 256,439 47,771 192,420 134,399

持分法による投資損益 82,026 57,144 225,639 23,057 21,174 59,357 25,116

当期利益（損失）
（親会社の所有者に帰属） 285,366 173,499 232,858 75,892 13,153 53,665 87,284

基礎営業キャッシュ・フロー 357,865 363,377 145,187 90,572 6,046 18,113 27,031

前連結会計年度末現在の総資産 2,986,681 3,425,109 3,735,893 2,062,516 777,289 3,013,688 1,899,430

前連結会計年度（2024年4月1日～ 2025年3月31日） （単位：百万円）

（注1） 「その他」には、当社グループ会社に金融サービス及び業務サービスなどを行うコーポレートスタッフ部門が含まれています。
　　　�前連結会計年度末現在及び当連結会計年度末現在の総資産のうち、主なものは財務活動に係る現金及び現金同等物、定期預金及び上記

サービスに関連するコーポレートスタッフ部門及び連結子会社の資産です。
（注2）�各セグメント間の内部取引は原価に利益を加算した価格で行われています。
（注3） �「調整・消去」の当期利益（親会社の所有者に帰属）には、特定の報告セグメントに配賦されない損益及びセグメント間の内部取引消去が

含まれています。  
（注4）�基礎営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の

増減の合計を控除した額から、更に財務活動によるキャッシュ・フローのリース負債の返済による支出を控除して算定しています。
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連結注記表（第107期）

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
　⑴連結子会社　　　　　278社
　　�三井エネルギー資源開発株式会社、Mitsui Iron Ore Development Pty. Ltd.、
　　Mitsui-Itochu Iron Pty. Ltd.、Mitsui & Co. Iron Ore Exploration & Mining Pty. Ltd.、
　　Mitsui Bussan Commodities Ltd.　他

�　⑵持分法適用会社（関連会社及びジョイント・ベンチャー）　168社
　　Japan Australia LNG （MIMI） Pty. Ltd.、Penske Automotive Group, Inc.、IHH Healthcare Berhad　他

　�現地法人を除く連結子会社が保有する関係会社のうち当該連結子会社にて連結経理処理されている会社（2026年3月末
現在合計527社）については、上記会社数から除外しています。

　当社の議決権比率が過半数であるものの、支配していないと判断している主な会社は以下のとおりです。
　　Nutrinova Netherlands B.V.
　　�当社は、Nutrinova Netherlands B.V.（70%）の筆頭株主であり、30%の議決権を保有する第2位株主との間に株主間
協定書を締結しています。同協定書の規定に基づき、同社経営上の重要事項の決定に関しては当社に加えて、第2位株主の
同意を必要とする旨が規定されています。よって、当社の単独での支配権が認められないため、ジョイント・ベンチャーとして
同社への投資に持分法を適用しています。

２．連結計算書類の作成基準
　�当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準（以下、IFRS会計基準）に準拠して作成して
います。ただし、同項後段の規定に準拠して、IFRS会計基準により要請される記載及び注記の一部を省略しています。

３．会計方針に関する事項
　⑴連結
　　�当連結計算書類は、当社、当社が議決権または類似の権利を通じて直接・間接に支配する連結子会社、及び当社または連結
子会社が支配するストラクチャード・エンティティ（以上合わせて、当社及び連結子会社）の各勘定を連結したものです。
ここでストラクチャード・エンティティとは、議決権または類似の権利以外の方法により支配される事業体を意味します。
また、支配とはIFRS第10号「連結財務諸表」に定めるものを意味し、当社及び連結子会社による支配の有無は、議決権または
類似の権利の保有割合や投資先に関する契約内容等を勘案し総合的に判断しています。

　　�当社の連結計算書類には、決算日を親会社の決算日に統一することが実務上不可能であり、親会社の決算日と異なる日を
決算日とする連結子会社の財務諸表が含まれています。

　　�決算日の異なる主要な連結子会社には、石油・天然ガスの探鉱・開発・生産を行う連結子会社があります。当社は主にノンオペ
レーターであり、決算に必要な各種データはオペレーターが保有しています。このため当社決算に反映させることのできる
タイミングでの各種データの入手が不可能であるため、親会社の決算日に統一することが実務上不可能であり、決算日を
12月末として当社連結計算書類に含めています。同じ理由で、親会社の決算日を決算日として仮決算を行うことも実務上
不可能です。

　　�その他の連結子会社においても、当該連結子会社の所在する現地法制度上、決算日の変更が不可能であり、また、現地における
会計システムを取り巻く環境や事業の特性等から、親会社の決算日を決算日として仮決算を行うことが実務上不可能な連結
子会社があります。当該連結子会社の決算日は、主に12月末です。

　　�連結子会社の財務諸表を当社と異なる決算日で作成する場合、その連結子会社の決算日と当社の決算日の間に生じた重要な
取引または事象の影響については調整を行っています。

　　�変動後も支配を継続する連結子会社に対する持分比率の変動は、損益取引として取扱わず、資本取引として認識しています。
また、連結子会社に対する支配を喪失した場合、残存持分を支配喪失時における公正価値にて評価し、評価差額を有価証券
損益に認識しています。

　⑵関連会社に対する投資及び共同支配の取決め
　　�関連会社とは、当社及び連結子会社が議決権の20％以上を所有し、投資先の財務及び営業の方針決定に重要な影響力を行使し
得ない反証が存在しない会社、もしくは20％未満の保有でも重要な影響力を行使し得る会社です。関連会社に対する投資
勘定については、持分法により処理しています。

　　�共同支配の取決めとは、関連する活動に係る意思決定について支配を共有している当事者の全会一致の合意を必要とする
取決めであり、共同支配を有する当事者が当該取決めに関連する資産に対する権利及び負債に対する義務を実質的に有して
いる場合はジョイント・オペレーション、共同支配の取決めが別個の事業体を通じて組成され、共同支配を有する当事者が
当該取決めに関連する純資産に対する権利を有している場合はジョイント・ベンチャーとしています。ジョイント・オペレー
ションは持分に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理、ジョイント・ベンチャーは持分法による会計処理を
適用しています。

　　�主たるジョイント・オペレーションとして、豪州にて鉄鉱石採掘事業を営むRobe River Iron Associates J/V（持分割合
33％）があります。
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　　�なお、持分法の適用により認識する損失は、損失に関連する資産の回収順位等を踏まえて、連結損益計算書における持分法に
よる投資損益または連結包括利益計算書におけるその他の包括利益に計上しています。

　　�当社の連結計算書類には、所在する現地法制度上、決算日の変更が不可能であり、または、ほかの株主との関係等により
決算日を統一することが実務上不可能であるため当社の決算日と異なる日を決算日とし、現地における会計システムを
取り巻く環境や事業の特性等から、当社の決算日に仮決算を行うことも実務上不可能である関連会社、ジョイント・
ベンチャー及びジョイント・オペレーションが含まれています。当該関連会社、ジョイント・ベンチャー及びジョイント・
オペレーションの決算日は主に12月末です。

　　�関連会社、ジョイント・ベンチャー及びジョイント・オペレーションの財務諸表を当社と異なる決算日で作成する場合、
その関連会社、ジョイント・ベンチャー及びジョイント・オペレーションの決算日と当社の決算日の間に生じた重要な取引
または事象の影響については調整を行っています。

　　�関連会社またはジョイント・ベンチャーに該当しなくなり持分法の適用を停止した場合、残存持分を持分法停止時における
公正価値にて評価し、評価差額を有価証券損益に認識しています。

　　�持分法適用会社に対する投資の減損につきましては「非金融資産及び持分法適用会社に対する投資の減損及び減損戻入」を
参照願います。

　⑶企業結合
　　�当社及び連結子会社は、IFRS第3号「企業結合」に従い、すべての企業結合につき非支配持分も含めた被結合企業全体を公正
価値にて測定する取得法により処理しています。取得対価及び該当する場合には非支配持分の公正価値と識別可能な資産
及び負債の公正価値との差額は、取得対価が上回る場合には暖簾として認識し、下回る場合には割安購入として当期利益に
認識しています。

　⑷外貨換算
　　�海外連結子会社及び持分法適用会社の財務諸表の換算については、資産及び負債は期末日の為替レートにて円貨に換算し、
収益及び費用は対応する期間の平均為替レートにて円貨に換算しています。この結果生じる換算差額は、外貨換算調整勘定
としてその他の資本の構成要素に計上しています。

　　�外貨建取引は、取引日における為替レートにて当社及び連結子会社の各機能通貨に換算しています。期末日における外貨建
貨幣性資産及び負債、公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートにて機能通貨に換算して
おり、この結果生じる換算差額は、原則として当期利益に認識しています。外貨建取得原価にて測定される非貨幣性項目は、
取引日の為替レートにて換算しています。

　⑸現金同等物
　　�現金同等物は、随時現金化が可能であり、価値変動に重要なリスクがない流動性の高い短期投資（取得日からの償還期日が
3カ月以内）をいい、預金時から3カ月以内に満期の到来する定期預金、取得日から3カ月以内に満期の到来する譲渡性預金、
政府短期証券及びコマーシャル・ペーパーを含めています。

　⑹棚卸資産
　　�棚卸資産は、主に販売用の商品及び原材料からなり、個々の棚卸資産に代替性がない場合は個別法により、また、個々の棚卸
資産に代替性がある場合は主として総平均法により、原価を算定し、原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い額により
測定を行っています。また、主に近い将来販売し、価格変動により利益を獲得する目的で取得した棚卸資産については、販売
費用控除後の公正価値で測定し、販売費用控除後の公正価値の変動は当期利益に認識しています。

　⑺金融商品
　　①非デリバティブ金融資産
　　　�営業債権及びその他の債権は発生日に、それ以外の金融資産の通常の購入については約定日に、それぞれ公正価値にて

認識しています。金融資産の認識の中止にあたっては、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した
場合、または金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、かつ、当該金融資産の所有に係る
リスクと経済価値の殆どすべてを移転している場合に認識の中止をしています。

　
　　　�当社及び連結子会社は、負債性の非デリバティブ金融資産のうち、契約上のキャッシュ・フローを回収することを事業目的

とし、かつ特定の期日に元本及び元本残高に係る利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを生じさせるものを償却
原価で測定しています。

　　　�償却原価は実効金利法を用いて測定し、償却原価で測定される資産については減損の評価を行っています。減損については
「金融資産の減損」を参照願います。

　　　�当社及び連結子会社は、資本性金融資産及び資本性金融資産以外の償却原価測定の要件を満たさない非デリバティブ金融
資産を公正価値で測定し、評価差額を当期利益に認識（以下、FVTPL）しています。ただし、投資先との取引関係の維持
または強化による収益基盤の拡大を主な目的として保有する資本性金融資産については、その評価差額をその他の包括
利益に認識（以下、FVTOCI）することを当初認識時に選択しています。

　　　�FVTOCIの金融資産の認識を中止した場合、連結財政状態計算書のその他の資本の構成要素の累積額を利益剰余金に直接
振り替えており、当期利益に認識していません。なお、FVTOCIの金融資産から生じる受取配当は原則として当期利益に
認識しています。
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　　②非デリバティブ金融負債
　　　�当社及び連結子会社は、非デリバティブ金融負債として社債及び借入金、営業債務及びその他の債務を有しています。当社

及び連結子会社が発行した社債はその発行日に当初認識しています。その他の非デリバティブ金融負債は取引日に、公正
価値から当該負債の発行に直接起因する取引コストを加算または減算して当初認識しています。当初認識後、実効金利法に
基づき償却原価で測定しています。

　　　�当社及び連結子会社は、非デリバティブ金融負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が免責、取消または失効となった
場合に、当該負債の認識を中止しています。

　　③金融商品の減損
　　　�当社及び連結子会社は、償却原価で測定する金融資産及び金融保証契約について、信用リスクが当初認識以降に著しく

増大していない場合、12カ月の予想信用損失に等しい金額で損失評価引当金を測定し、信用リスクが当初認識以降に著しく
増大している場合、全期間の予想信用損失に等しい金額で損失評価引当金を測定しています。ただし、IFRS第15号「顧客との
契約から生じる収益」から生じた営業債権及び契約資産については、信用リスクの著しい増大の有無は判定せず、常に
全期間の予想信用損失に等しい金額で損失評価引当金を測定しています。

　　　�信用リスクの著しい増大の判定及び予想信用損失の測定にあたっては、合理的で裏付け可能な定量的情報及び定性的情報の
両方を考慮しています。これには、過去の信用損失の実績、期日経過の情報、及び内部信用格付け等の内部情報のほか、
合理的に利用可能な将来予測情報が含まれます。これらの情報をもとに算定したデフォルト確率、デフォルト時損失率、
割引率及びエクスポージャーの関数で損失評価引当金を測定しています。なお、原則として、契約上の支払期日を30日
超過している場合には、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していると判断しています。

　　　�発行者または債務者の重大な財務的困難や期日経過を含む契約違反等の事象を用いて債務不履行を判断しています。報告日
時点で、債務者が法的整理下にあり経営破綻の状態に陥っている場合や、経営破綻には至っていないが財務状況の悪化等に
より債務の弁済に重大な問題が生じている場合、利息または元本の支払いについて原則として90日超の延滞が生じている
場合等は債務不履行に該当し、信用減損の客観的な証拠が存在すると判断しています。信用減損金融資産については、信用
減損金融資産以外の金融資産に係る損失評価引当金と同様の方法で測定する以外に、最新の情報、事象に基づき、予想される
将来のキャッシュ・フローを当初の実効金利で割引いた現在価値もしくは担保に依存しているものは担保の公正価値に
基づき個別に予想信用損失を見積り、損失評価引当金を算定しています。

　　　�法的整理等による切捨てがあった場合、債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収できないことが明らかになった
場合、一定期間取引停止後弁済がない場合等、金融資産の全部または一部を回収できないと合理的に判断される場合は、
当該金融資産の帳簿価額を直接償却しています。

　　　�損失評価引当金の繰入額及び戻入額は当期利益に認識しています。

　　④金融収益及び金融費用
　　　�受取利息、支払利息、受取配当金及びヘッジ手段から生じる損益から構成されています。受取利息及び支払利息は実効

金利法を用いて発生時に認識し、受取配当金は当社及び連結子会社の受領権が確定した日に認識しています。ヘッジ手段
から生じる損益につきましては、「デリバティブ取引及びヘッジ活動」を参照願います。

　　⑤デリバティブ取引及びヘッジ活動
　　　�当社及び連結子会社は、営業活動等に伴って生じる通貨、金利、商品等に係る相場変動リスクにさらされています。これらの

リスクを回避あるいは軽減するために、為替予約、通貨及び金利スワップ、商品先物、商品先渡、商品オプション及び商品
スワップ等のデリバティブ取引を利用し、資産・負債、確定契約、見込取引の公正価値もしくはキャッシュ・フローの変動
リスクをヘッジしています。また、デリバティブ取引及び外貨建借入金等のデリバティブ取引以外の金融商品を利用し、
在外営業活動体に対する純投資の為替変動リスクをヘッジしています。

　　　�当社及び連結子会社は、すべてのデリバティブ取引を契約条項の当事者となった時点で公正価値にて資産または負債として
当初認識しています。当初認識後はデリバティブ取引を公正価値で測定し、その変動は以下のように会計処理しています。

　　　⒜公正価値ヘッジ
　　　　�ヘッジ対象の公正価値変動リスクをヘッジする目的で保有するデリバティブ取引のうちヘッジが有効である部分に

ついては、ヘッジ対象からの損益がヘッジ手段からの損益と相殺されるよう、同一勘定科目に合わせて使用しており、
主に支払利息として当期利益に認識しています。

　　　⒝キャッシュ・フロー・ヘッジ
　　　　�ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジする目的で保有するデリバティブ取引のうちヘッジが有効で

ある部分については、キャッシュ・フロー・ヘッジとして公正価値の変動額をその他の包括利益に認識し、ヘッジ対象の
キャッシュ・フローが損益に影響を与えた時点で損益への再分類を行い、主に収益、原価、支払利息や雑損益を調整して
います。

　　　⒞在外営業活動体に対する純投資ヘッジ
　　　　�在外営業活動体に対する純投資の為替変動リスクを回避するためにヘッジ手段として指定されたデリバティブ取引

及びデリバティブ取引以外の金融商品から生じる為替差損益については、ヘッジが有効である部分につきその他の包括
利益に含まれる外貨換算調整勘定として認識し、当該在外営業活動体宛投資の全部または一部が売却されたとき、
もしくは当該在外営業活動体の清算時に損益への再分類を行い、主に有価証券損益を調整しています。ヘッジが有効で
ない部分及び有効性評価から除外した部分については、公正価値の変動額を主に雑損益として当期利益に認識しています。
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　　　⒟トレーディング目的等のデリバティブ取引
　　　　�当社及び一部の連結子会社は、一定の限度を設け、収益獲得を目的としてデリバティブ取引を活用したトレー

ディングを行っています。トレーディング目的のデリバティブ取引については、公正価値の変動額をその他の収益として
当期利益に認識しています。

　　⑥金融資産及び負債の相殺
　　　�金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する強制可能な法的権利が現時点で存在し、かつ、純額で決済する、

または決済を同時に行う意図が存在する場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書において純額にて表示しています。

　⑻リース取引
　　�当社及び連結子会社は、ファイナンス・リース事業及びオペレーティング・リースによる賃貸事業を行っています。資産の
所有に伴う殆どすべてのリスクと経済価値を借手に移転するリースは、ファイナンス・リースとして分類しています。ファイ
ナンス・リース以外のリースはオペレーティング・リースとして分類しています。

　　�ファイナンス・リースでは、リース期間にわたり純投資額に対して一定の率で未稼得収益を取り崩すことで収益認識して
います。オペレーティング・リースに係る収益は、リース期間にわたり均等に収益認識しています。

　　�当社及び連結子会社は、種々の固定資産を賃借しています。契約がリースまたはリースを含んだものである場合、資産が当社
及び連結子会社によって利用可能となる時点で、リース負債及び使用権資産として認識されます。各リース料の支払は、
リース負債の返済分と金融費用に配分しています。金融費用は、各期間において負債残高に対して一定の利子率となる
ように、リース期間にわたり支払利息として費用処理しています。使用権資産は、資産の耐用年数及びリース期間のいずれか
短い方の期間にわたり定額法で減価償却しています。リース期間は、行使することが合理的に確実な延長オプションまたは
行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を含んでいます。ただし、短期リース及び少額資産のリースに
ついては、認識の免除規定を適用し、関連したリース料をリース期間にわたり主に定額法により費用として認識しています。

　⑼有形固定資産
　　�有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した後の金額で
表示しています。

　　�減価償却を行わない土地及び建設仮勘定を除き、有形固定資産の減価償却については、主に建物に対しては2年から50年、
船舶及び航空機に対しては3年から20年の範囲で見積耐用年数に基づき、主として定額法にて減価償却を行っています。
機械及び装置に対しては主として2年から30年の範囲で見積耐用年数に基づき定額法にてまたは生産高比例法にて減価
償却を行っています。鉱業権については主として生産高比例法にて減価償却を行っています。

　⑽投資不動産
　　�投資不動産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した後の金額で
表示しています。

　　�投資不動産については主として2年から50年の範囲で見積耐用年数に基づき、主として定額法にて償却を行っています。

　⑾無形資産
　　�無形資産には子会社の取得により生じた暖簾が含まれています。
　　�無形資産の測定においては原価モデルを採用し、耐用年数を確定できる無形資産は、取得原価から償却累計額及び減損損失
累計額を控除した後の金額で、暖簾及び耐用年数を確定できない無形資産は償却を行わず、取得原価から減損損失累計額を
控除した後の金額で表示しています。

　　�ソフトウエアについては主として5年にわたって定額法により償却しています。

　⑿非金融資産及び持分法適用会社に対する投資の減損及び減損戻入
　　�当社及び連結子会社は、非金融資産（有形固定資産、投資不動産及び無形資産）及び持分法適用会社に対する投資について
四半期ごとに減損の兆候の有無を判定しており、減損の兆候が存在する場合、当社及び連結子会社は回収可能価額の見積りを
行っています。ただし、暖簾及び耐用年数を確定できない無形資産については毎年減損テストを実施しています。なお、持分法
適用会社に対する投資については、投資の総額を単一の資産として減損テストを実施しています。回収可能価額は資産または
資金生成単位の処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額として算定しており、また、資産がほかの資産
または資産グループからおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成しない場合を除き、個別の資産ごとに決定して
います。資産または資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合、資産は減損しているものとし、回収可能価額
まで減額し連結損益計算書上の損失として認識しています。

　　�暖簾以外の資産については、過年度に認識した減損損失が、もはや存在しないまたは減少している可能性を示す兆候の有無に
関して、四半期ごとに判定を行っています。こうした兆候が存在する場合、当社及び連結子会社は資産または資金生成単位の
回収可能価額の見積りを行い、最後に減損損失が認識されて以降、資産の回収可能価額の決定に用いた仮定に変更がある
場合にのみ、当該資産の戻入後の資産の帳簿価額が、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額（減価償却累計額控除後
または償却累計額控除後）を超えない範囲で過去に認識した減損損失を連結損益計算書上の利益として戻入れています。
なお、暖簾の減損損失は戻入れを行っていません。

　⒀石油・ガス産出活動
　　�石油・ガスの産出活動は成功成果法に基づいて会計処理しています。利権鉱区取得費用、試掘井の掘削・建設費用、開発井の
掘削費用及び関連生産設備は資産に計上し、生産高比例法により償却しています。試掘井に係る費用は事業性がないことが
判明した時点で、地質調査費用等のその他の探鉱費用は発生時点で費用化しています。
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　　�確認利権鉱区に関連する資産は、企業環境の変化や経済事象の発生により帳簿価額の回収可能性が損なわれたと推定される
場合には減損処理の要否を検討し、減損したと判定された鉱区の資産については、回収可能価額に基づいて評価損を認識
しています。未確認利権鉱区に関連する資産は、減損の兆候があった時点で減損処理の要否を検討し、減損が発生している
場合には損失認識しています。当社及び連結子会社は、未確認利権鉱区における権益の残存期間、近隣鉱区の売買事例、探鉱
活動、地震探査等のさまざまな要因を勘案し、総合的に減損の要否を判定しています。

　⒁鉱物採掘活動
　　�鉱物の探鉱費用は鉱物の採掘活動の商業採算性が確認されるまで発生時に費用認識しています。商業採算性が確認された後に
発生した採掘活動に関する費用については、開発費用とともに資産に計上し、確認鉱量及び推定鉱量に基づき生産高比例法
または定額法により償却しています。

　　�露天採掘法による鉱物の採掘活動においては、鉱床に到達するために表土及びその他の廃石を除去する必要があり、これらの
廃石を除去するための支出は剥土コストと呼ばれています。鉱物の産出開始前の開発段階で発生した剥土コストは原則として
開発費用の一部として資産化しています。鉱物の産出開始後においても廃石の除去は継続されますが、産出開始後に発生した
剥土コストのうち、当該連結会計年度中に採掘される鉱物に関連するものは棚卸資産の構成要素とみなされる変動産出費用
として、鉱物の売却に関連する収益が計上された期間に原価の一部として費用認識されます。一方、産出開始後に発生した
剥土コストのうち、翌連結会計年度以降に採掘される鉱物に関連するものは固定資産に計上し、関連する鉱物の確認鉱量
及び推定鉱量に基づき生産高比例法または定額法により償却しています。

　⒂引当金
　　�当社及び連結子会社は、過去の事象の結果として現在の法的債務または推定的債務を有しており、当該債務を決済する
ために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性をもって見積ることが可能で
ある場合に引当金を認識しています。引当金は報告期間の末日における現在の債務を決済するために要する支出の最善の
見積額により計上しています。貨幣の時間価値の影響が重要である場合には、当該負債に固有のリスクを反映させた現在の
税引前割引率を用いて引当金を現在価値に割引計算しています。時の経過による引当金の増加は金融費用として認識して
います。

　　資産除去債務
　　　�当社及び連結子会社は、主として原料炭・鉄鉱石や石油・ガスの採掘等に関する設備の撤去に係る費用等を認識しています。

資産除去債務は引当金として負債認識する一方、同額を資産化し、時間の経過に伴い当該負債を毎期現在価値まで増額
するとともに、資産化された金額を関連する資産の耐用年数にわたって償却しています。

　⒃従業員給付
　　�当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の退職年金及び退職一時金制度を採用しています。これらの制度に係る年金
費用は、予測単位積増方式を用いた保険数理計算に基づき算定しています。また、制度資産の公正価値と保険数理計算により
算定された確定給付制度債務の差額である給付制度の積立状況を連結財政状態計算書上で資産及び負債として認識し、確定
給付制度の再測定を資本の部のその他の資本の構成要素で認識し、発生時にその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り
替えています。

　　�また、当社及び一部の連結子会社は、確定拠出型の年金制度を採用しています。確定拠出型年金制度への拠出は、従業員が
役務を提供した期間に費用として認識しています。

　⒄収益認識
　　収益の主要な区分における具体的な認識基準は以下のとおりです。

　　①顧客との契約から生じる収益
　　　�顧客との契約から生じる収益について、5ステップアプローチ（①顧客との契約の識別、②契約における履行義務の識別、

③取引価格の算定、④取引価格を契約における履行義務に配分、⑤企業が履行義務の充足時に収益を認識）に基づき、契約の
履行義務を充足した時点で収益を認識しています。なお、履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行って
おり、自らの約束の性質が、特定された財またはサービスを自ら提供する履行義務である場合には、本人として収益を対価の
総額で認識しており、それらの財またはサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、
代理人として収益を手数料または報酬の額もしくは対価の純額で認識しています。収益は、顧客が財またはサービス
（すなわち、資産）に対する支配を獲得することにより（または獲得するにつれて）顧客に資産が移転し、履行義務が充足
された時点で（または充足するにつれて）認識しています。なお、資産に対する顧客の支配の獲得時点は、資産の使用を
指図し、当該資産から残りの便益の殆どすべてを獲得する能力に基づいて判断しています。

　　　�当社及び連結子会社の主な履行義務は、多種多様な商品の販売、金属・化学品・食料・物資等の幅広い製品の販売、原料炭・
鉄鉱石・石油・ガス等の販売、不動産の開発販売等であり、国内取引においては、引渡、検収、出荷等の時点で、貿易取引に
おいては、インコタームズによる危険及び費用の移転等の時点で収益を認識しています。また、履行義務が物流ロジス
ティクス、情報通信、技術支援、事務代行業務（契約、資金調達、物流に係る口銭商内）等のサービスの提供である場合には、
サービスの完了、サービス提供期間の経過等の時点で収益を認識しています。顧客の支配の獲得時点の判断においては、
債権の確定、法的所有権、占有の状況、重大なリスクと経済価値の有無、資産の検収等を評価して判断しています。

　　　�取引対価は、通常、履行義務の充足時点から1年以内に支払を受けており、重大な金融要素は含んでいません。
　　　�なお、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引については、進捗度を合理的に測定できる場合に限り、履行義務の充足に

つれて進捗度を測定して収益を認識しています。進捗度を合理的に測定できないが、履行義務の充足に要したコストの
回収が見込まれる場合には、合理的な測定ができるようになるまで、発生したコストの範囲内でのみ収益を認識して
います。
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　　②その他の収益
　　　�その他の収益には、主として、不動産、鉄道車輛、船舶、航空機及び機械装置のリース事業に係る収益、トレーディング目的で

行われた商品デリバティブ取引と金融デリバティブ取引に係る収益、FVTPL投資に係る収益、並びに融資事業に係る収益が
含まれています。リース取引に係る収益認識については「リース取引」を、デリバティブ取引に係る収益認識については、
「デリバティブ取引及びヘッジ活動」をそれぞれ参照願います。

　⒅法人所得税
　　�法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されています。繰延税金は、会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との一時
差異、繰越欠損金及び繰越税額控除を反映し、一時差異、繰越欠損金または繰越税額控除が解消すると見込まれる年度の実効
税率に基づき算出しています。繰延税金資産については回収可能性に問題がある場合を除き認識しています。

　　�連結子会社及び持分法適用会社に対する投資に係る将来加算一時差異については、一時差異の解消時期をコントロール
でき、かつ予測可能な将来に一時差異が解消しない可能性が高い場合を除いて、繰延税金負債を計上しています。繰延税金
資産または負債の測定にあたってはマネジメントが予測する解消手段に係る税率を用いて算出しています。

　　�法人所得税の不確実な税務ポジションについては、税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くない場合に、連結
計算書類における税務債務として認識しています。

　　�経済協力開発機構が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる法人所得税については、IAS第12号「法人
所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識せず、また開示金額にも含めて
いません。

　⒆1株当たり当期利益
　　�親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり当期利益は当期利益（親会社の所有者に帰属）を発行済普通株式（自己
株式を除く）の加重平均株数で除して算出し、親会社の所有者に帰属する希薄化後1株当たり当期利益は潜在株式に該当
する証券による希薄化効果の影響を勘案して算出しています。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
　�会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算
書類に重要性がある影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　�なお、ロシア・ウクライナ情勢及びそれに伴うロシアに対する制裁措置等や、ホルムズ海峡の通航制限を含む中東情勢の緊迫化に
よる影響はグローバルに及び、当社が行うさまざまな事業分野に影響を及ぼす可能性がありますが、商品や事業内容、所在地域に
よってその影響範囲は異なるため、見積りにおいては個々の状況に鑑み判断しています。中東地域に対して当社及び連結
子会社が行っている投資のうち主なものは、LNGプロジェクトに対するその他の投資（FVTOCIの金融資産）であり、これらは
緊迫化した中東情勢が短期的に正常化に向かうという仮定を置いて公正価値を測定しています。
　
１．非金融資産及び持分法適用会社に対する投資の減損及び減損戻入
　⑴連結財政状態計算書に計上した金額
　　　有形固定資産	 3,721,772百万円
　　　投資不動産	 185,351百万円
　　　無形資産	 578,306百万円
　　　持分法適用会社に対する投資	 5,560,536百万円

　⑵その他の情報
　　�当社及び連結子会社は、非金融資産（有形固定資産、投資不動産及び無形資産）及び持分法適用会社に対する投資について、
Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 3.会計方針に関する事項に記載のとおり、減損の兆候
判定及び減損テストを実施するとともに、暖簾を除き減損の戻入れの判定を行っています。

　　�回収可能価額のうち、公正価値は、市場性のある持分法適用会社に対する投資の場合は市場価格を、それ以外の場合は独立の
第三者による評価結果を使用するなど、市場参加者間の秩序ある取引において成立し得る価格を合理的に見積り算定して
います。また、使用価値は、経営者により承認された経営計画や、それが入手できない場合は直近の非金融資産の状況を反映した
操業計画に基づく将来キャッシュ・フローと割引率を使用して見積り算定しており、割引率は、資産または資金生成単位の
固有のリスクを反映した市場平均と考えられる収益率を合理的に反映する率を使用しています。

　　�将来キャッシュ・フローや割引率の見積りにおいて考慮すべき各種の要因は、資産または資金生成単位の性質や、所在地、
所有者、操業者、収益性等の操業環境により異なります。

　　�例えば、原油等の資源事業に関わる資産または資金生成単位については、油価等を用いて将来キャッシュ・フローを見積もって
おり、足元の市況水準と、複数の第三者機関の見通しを踏まえて、ブレント原油1バレルあたり直近の90米ドルから数年かけて
65米ドルに下落し、中期的には70米ドル、長期的には75米ドルで推移する前提としています。

　　�これらの見積りは、将来の不確実な操業環境や外部環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際のキャッシュ・
フローが見積りと異なったり、割引率が見直された場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、回収可能価額の金額に
重要性がある影響を与える可能性があります。

２．金融資産の評価
　⑴連結財政状態計算書に計上した金額
　　　営業債権及びその他の債権（流動）	 2,344,476百万円
　　　営業債権及びその他の債権（非流動）	 363,579百万円
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　　　その他の投資	 2,820,847百万円

　⑵その他の情報
　　①営業債権及びその他の債権
　　　�当社及び連結子会社は、営業債権及びその他の債権について、Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する

注記 3.会計方針に関する事項に記載のとおり、損失評価引当金を計上しています。
　　　�当該損失評価引当金の測定における見積りは、将来の信用リスクの変動等によって影響を受ける可能性があり、信用リスクの

著しい増大や信用減損の証拠の存在により予想信用損失の見直しが行われた場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
損失評価引当金の金額に重要性がある影響を与える可能性があります。

　　②その他の投資
　　　�当社及び連結子会社は、その他の投資について、Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 3.会計

方針に関する事項に記載のとおり、償却原価で測定されるものを除き、公正価値で測定しています。
　　　�その他の投資には市場性のない投資が含まれており、その公正価値の評価にあたっては、投資先の将来の収益性の見通し

及び当該投資に関するリスクに応じた割引率等のインプット情報の観察可能性を考慮しレベル3に分類し、主に割引
キャッシュ・フロー法、類似企業比較法またはその他の適切な評価方法を用いて評価しています。

　　　�割引キャッシュ・フロー法に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者により承認された経営計画等に基づいて見積り
算定しており、割引率は、投資の固有のリスクを反映した市場平均と考えられる収益率を合理的に反映する率を使用して
います。また、その他の投資に含まれる市場性のない投資のうち、LNGプロジェクト案件（サハリンⅡ、アブダビ、オマーン、
カタールガス３、ルワイス）に対する投資の当連結会計年度末における公正価値合計は289,765百万円であり、当該公正
価値の測定で用いる重要な観察不能なインプットとして、油価が挙げられます。当社は、足元の市況水準と、複数の第三者
機関の見通しを踏まえて、ブレント原油1バレルあたり直近の90米ドルから数年かけて65米ドルに下落し、中期的には
70米ドル、長期的には75米ドルで推移する前提としています。なお、ロシアLNG事業については、Ⅺ.その他の注記 「ロシア・
ウクライナ情勢のロシアLNG事業への影響」を参照願います。

　　　�これらの見積りは、将来の不確実な操業環境や外部環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際のキャッシュ・
フローが見積りと異なったり、割引率が見直された場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、公正価値の金額に
重要性がある影響を与える可能性があります。

３．引当金
　⑴連結財政状態計算書に計上した金額
　　　引当金（流動）	 58,284百万円
　　　引当金（非流動）	 331,937百万円

　⑵その他の情報
　　�当社及び連結子会社は、Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 3.会計方針に関する事項に
記載のとおり、主として原料炭・鉄鉱石や石油・ガスの採掘等に関する設備の撤去に伴う費用等に係る資産除去債務を引当金
として計上しています。

　　�資産除去債務の見積りは、将来の不確実な操業環境や外部環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、設備の撤去に
係る費用等が見直された場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、資産除去債務の金額に重要性がある影響を与える
可能性があります。

４．確定給付制度債務の測定
　⑴連結財政状態計算書に計上した金額
　　　退職給付に係る負債	 45,897百万円

　⑵その他の情報
　　�当社及び一部の連結子会社は、Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 3.会計方針に関する
事項に記載のとおり、確定給付型の退職年金及び退職一時金制度に係る確定給付制度債務と制度資産の公正価値の差額を
退職給付に係る負債として計上しています。なお、退職給付に係る資産は連結財政状態計算書上、その他の非流動資産に
含まれています。

　　�確定給付制度債務の見積りは、割引率等の年金数理計算上の基礎率に基づき見積っており、当社及び連結子会社の割引率は、
各年度の測定日における高格付けの固定利付社債の利回りに基づき決定しています。この数理計算上の仮定について、実績
との差異が生じたり仮定の見直しが行われた場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、確定給付制度債務の金額に
重要性がある影響を与える可能性があります。

５．繰延税金資産の回収可能性
　⑴連結財政状態計算書に計上した金額
　　繰延税金資産	 102,695百万円
　　繰延税金負債	 908,021百万円

　⑵その他の情報
　　�当社及び連結子会社は、Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 3.会計方針に関する事項に
記載のとおり、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。
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　　�繰延税金資産の回収可能額は、当社及び連結子会社の合理的な見積期間に基づいた課税所得、一時差異、繰越欠損金または
繰越税額控除の解消見込等、現状入手可能なすべての将来情報を用いて見積もっています。また、課税所得は、経営環境などの
外部要因、商品価格や為替を含む計画前提などの内部情報、過去実績などからの計画進捗状況などを考慮し見積もっています。

　　�当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、将来における課税所得の見積りの
変更や法定税率の変更等が発生した場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要性がある
影響を与える可能性があります。

６．気候変動による影響
　�当社及び連結子会社において、気候変動の影響を受け、関連する資産・負債に金額的重要性があるのはエネルギーセグメントの
事業であり、将来の状況が重要性のある影響を及ぼす可能性があります。当連結会計年度末における会計上の重要性がある
見積り及び判断については以下のとおりです。

　�エネルギーセグメントは、主に石油・ガス開発事業及びLNG事業から構成され、これらの事業は今後、脱炭素化の世界的潮流が
強まる中で、将来的な制約・規制強化により石油・ガス及びLNGの需要が低下する場合は、既存案件から有形固定資産の減損、
持分法適用会社に対する投資の減額、及びその他の投資の公正価値の低下等が生じる可能性があります。これらの評価は主に
油価の影響を受け、同前提は、市況水準や複数の第三者機関の公表する中長期見通しを考慮して策定しています。第三者機関の
うち、IEA（国際エネルギー機関）の公表するシナリオについては、STEPS（Stated Policies Scenario）に重点を置いて
いますが、その他のシナリオも参考にしています。

　�当連結会計年度末の連結財政状態計算書に計上したエネルギーセグメントにおける主要な資産及び負債の金額は以下のとおり
です。
　　有形固定資産	 957,037百万円
　　持分法適用会社に対する投資	 789,415百万円
　　その他の投資	 337,055百万円
　　引当金（非流動）	 176,434百万円

　�なお、連結計算書類における会計上の見積りは、各事業における固有の状況等を総合的に勘案して行っており、気候変動に関連
するシナリオ分析のみによって資産及び負債の測定が決定されるものではありません。

Ⅲ．会計上の見積りの変更に関する注記
　�当連結会計年度における重要性がある会計上の見積りの変更は以下のとおりです。

　再生可能エネルギーMainstream事業に関する減損損失
　�機械・インフラセグメントの再生可能エネルギーMainstream事業につき、当社子会社Shamrock Investment Internationalは
持分法適用会社に対する投資減損損失及び融資公正価値評価損、合計28,050百万円の損失を認識しました。当該損失は、連結
損益計算書上、Mainstreamによる洋上風力発電事業開発取組停止に伴う持分法適用会社の固定資産減損等の損失を「持分法に
よる投資損益」に6,955百万円、陸上太陽光・風力事業を含めた開発計画全体の更なる絞込みに伴う持分法適用会社に対する
投資に係る減損損失として「有価証券損益」に15,515百万円、及び、持分法適用会社に対する融資に係る評価損として
「雑損益」に5,580百万円を計上しています。

　�その他の重要性がある会計上の見積りの変更は、Ⅵ.金融商品に関する注記及びⅪ.その他の注記「JA三井リースのグループ
会社のファクタリング取引先による米国倒産法第11章申請の影響」に記載しています。

Ⅳ．連結財政状態計算書に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
　⑴担保に供している資産　　910,603百万円
　　担保に供している資産の主な内訳は次のとおりです。
　　現金及び預金	 615,197百万円	 投　資	 254,594百万円
　　営業債権及びその他の債権	 10,169百万円	 有形固定資産	 30,643百万円
　　（流動及び非流動）

　　�これらは、短期債務、長期債務、取引保証等に係る担保差入資産です。また、有形固定資産の金額は減価償却累計額及び減損
損失累計額控除後です。担保に供している資産は、上記のほか、連結上消去されている子会社株式があります。

　⑵担保に係る債務　104,737百万円

２．営業債権及びその他の債権から直接控除した損失評価引当金	
　69,042百万円　
　流動　 17,104百万円        非流動　 51,938百万円
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３．有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額
　3,563,370百万円

４．投資不動産の減価償却累計額及び減損損失累計額
　64,823百万円

５．無形資産の償却累計額及び減損損失累計額
　403,979百万円

６．偶発債務（保証）
　保証に対する当連結会計年度末における潜在的最大支払額は次のとおりです。
　　金銭債務保証　	1,018,794百万円
　　契約履行保証	 　129,026百万円
　�潜在的最大支払額は保証に基づく見込損失金額とは関係なく、通常将来見込まれる損失額を大幅に上回るものです。
　�当社及び連結子会社は保証差入に先立ち、事前審査を行いリスクの判定を行うとともに、定期的なポジションのモニタリングを
実施しており、損失が見込まれるものについては、第三者への求償可能額に加え負担割合等も考慮した支払見込額を損失評価
引当金として負債計上しています。当該負債計上額に係る保証残高は、当連結会計期間末において198,442百万円です。

Ⅴ．連結持分変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末日における発行済株式数
　普通株式　 2,864,666,576株
　�上記の発行済株式数には自己株式（関連会社保有分を含む）30,478,349株が含まれており、このうち株式付与ESOP信託が保有
する当社の株式数は13,378,432株です。

２．剰余金の配当に関する事項
　⑴配当金支払額

決　議 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2025年6月18日 
定時株主総会 144,391百万円 50円 2025年3月31日 2025年6月19日

2025年11月5日 
取締役会 158,877百万円 55円 2025年9月30日 2025年12月2日

　　�2025年6月18日開催の定時株主総会及び2025年11月5日開催の取締役会において決議した配当金の総額には、株式付与
ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金がそれぞれ700百万円及び751百万円含まれています。

　⑵基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　　�2026年6月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しています。
　　①配当金の総額	 ： 170,858百万円
　　②1株当たり配当額	： 60円
　　③基準日	 ： 2026年3月31日
　　④効力発生日	 ： 2026年6月18日
　　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しています。
　　上記の配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金が803百万円含まれています。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
　普通株式　 281,800株

Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
　�当社及び連結子会社は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保と財務の健全性・安定性維持を資金調達の基本方針と
しており、金融機関からの長期借入金や社債の発行等により長期資金を中心とした資金調達を行っています。また、資金需要へ
機動的に対応するため、及び当社の有利子負債返済における金融情勢悪化の影響を最小限に抑えるために、十分な現金及び
流動性の高い短期金融商品を保有しています。

　�受取手形、売掛金等の営業債権に関する信用リスクは、担当役員により承認されたクレジットライン管理に加え、随時実施して
いる取引先調査を通じて管理しています。
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　�その他の投資は主にFVTOCI及びFVTPLの金融資産であり、四半期ごとに公正価値の把握を行っています。
　�当社及び連結子会社は営業活動等に伴って生じる通貨、金利、商品等に係る相場変動リスクにさらされており、これらのリスクを
回避あるいは軽減するために、各種デリバティブ取引を利用しています。

　�デリバティブ取引については、取引部署から独立した部署においてリスク管理を行っています。担当役員は、独立した部署に
よって定期的に報告されるポジションの総合的な評価、分析結果を通じて当社及び主要な連結子会社のデリバティブ取引及び
これに係る相場変動リスクの状況を把握し、会社としてのリスク管理方針を決定しています。

２．金融商品の公正価値等に関する事項
　�当連結会計年度末における金融商品の期末帳簿価額、公正価値及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、流動に
分類される金融資産及び金融負債の公正価値は、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、開示していません。

　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
当連結会計年度末

（2026年3月31日）
期末帳簿価額 公正価値 差　額

金融資産
　非流動資産
　　その他の投資 2,820,847 2,820,003 △         844
　　営業債権及びその他の債権並びに
　　その他の金融資産（注） 639,484 639,453 △           31

金融負債
　非流動負債
　　長期債務（1年以内返済予定分を除く）
　　並びにその他の金融負債（注） 5,448,422 5,518,568 70,146

　　（注） �デリバティブ債権及びデリバティブ債務については、その他の金融資産（流動・非流動）及びその他の金融負債
（流動・非流動）に含まれています。これらは公正価値で測定されており、帳簿価額はそれぞれ1,342,040百万円及び
1,428,961百万円です。

３．金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
　IFRS第13号「公正価値測定」は、測定日において市場参加者間の通常の取引により資産を売却して受け取る金額または　　
　負債を移転するために支払う金額を公正価値と定義しています。
　公正価値の測定に用いられる公正価値の階層は、IFRS第13号では以下のように規定しています。
　なお、当社及び連結子会社は、資産・負債のレベル間の振替は、原則として振替のあった各四半期の期末時点で認識しています。

　レベル1
　活発な市場における同一の資産・負債の未修正の相場価格
　レベル2
　レベル1に含まれる相場価格以外で、資産・負債に対して直接または間接に観察可能なインプットで、以下を含みます。
　・活発な市場における類似資産・負債の相場価格
　・活発でない市場における同一または類似の資産・負債の相場価格
　・資産及び負債に関する相場価格以外の観察可能なインプット
　・�資産及び負債に関する相関関係その他の方法により観察可能な市場データから主に得られた、または裏付けられたインプット
　レベル3
　資産・負債に関する観察不能なインプット

　⑴公正価値で測定される金融資産及び金融負債
　　①評価技法
　　　公正価値で測定される金融商品に使用される主な評価技法は、以下のとおりです。

　　　その他の投資
　　　・その他の投資は、償却原価にて測定されるものを除き、公正価値で測定しています。
　　　・�活発な市場で取引されているその他の投資は、活発な市場の相場価格を用いて評価しており、レベル1に分類しています。
　　　・�市場性ないその他の投資は、主に割引キャッシュ・フロー法、類似企業比較法またはその他の適切な評価方法を用いて

評価しています。その評価にあたっては、投資先の将来の収益性の見通し及び当該投資に関するリスクに応じた割引率
等のインプット情報の観察可能性を考慮し、レベル3に分類しています。

　　　営業債権及びその他の債権
　　　・�営業債権及びその他の債権は、償却原価にて測定されるものを除き、公正価値で測定しています。
　　　・�公正価値で測定される営業債権及びその他の債権は、主に割引キャッシュ・フロー法またはその他の適切な評価方法を

用いて評価しています。その評価にあたっては、相手先の将来の収益性の見通し及び当該債権に関するリスクに応じた
割引率等のインプット情報の観察可能性を考慮し、レベル3に分類しています。
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　　　デリバティブ取引
　　　・�デリバティブ取引には、主に商品デリバティブ取引と金融デリバティブ取引が含まれています。
　　　・�活発な市場で取引されている商品デリバティブ取引は、活発な市場の相場価格を用いて評価しており、レベル1に分類

しています。一部の商品デリバティブ取引は、取引所や価格提供会社、ブローカー等より入手した相場価格等の観察可能な
インプットを使用して評価しており、レベル2に分類しています。また、観察不能なインプットを使用して評価した場合は
レベル3に分類しています。

　　　・�金融デリバティブ取引は、主に為替、金利及び現在入手可能な類似契約の相場価格をもとに将来予想されるキャッシュ・
フローを現在価値に割引いて評価しており、主にレベル2に分類しています。

　　②評価プロセス
　　　�レベル3に分類される資産、負債については、適切な権限者に承認された公正価値測定に係る評価方法を含む評価方針及び

手続きに従い、評価者が各対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しています。一定金額を超える対象資産に
ついては外部の評価専門家を利用し、その評価結果は評価者がレビューしています。公正価値測定の結果は外部者評価
結果を含め、適切な権限者がレビュー、承認しています。

　　③レベル区分開示
　　　当連結会計年度において、レベル1及びレベル2内で振り替えられたものはありません。

　　　当連結会計年度末（2026年3月31日）
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 相殺調整（注1） 公正価値合計
資産
その他の投資：
　　FVTPLの金融資産 11,566 － 464,484 476,050
　　FVTOCIの金融資産 1,479,254 － 853,734 2,332,988
　その他の投資合計 1,490,820 － 1,318,218 － 2,809,038
営業債権及び
その他の債権（非流動）：
　　FVTPLの金融資産 － － 30,240 30,240
　営業債権及びその他の
　債権（非流動）合計 － － 30,240 － 30,240

デリバティブ債権：
　　為替契約 － 260,567 －
　　金利契約 － 4,915 －
　　商品契約 220,468 5,537,614 5,176
　　その他 － － 40,334
　デリバティブ債権合計 220,468 5,803,096 45,510 △4,727,034 1,342,040
負債（注2）
デリバティブ債務：
　　為替契約 － 357,675 －
　　金利契約 － 95,165 －
　　商品契約 242,558 5,414,439 8,490
　　その他 － － 10,012
　デリバティブ債務合計 242,558 5,867,279 18,502 △4,699,378 1,428,961

　　　（注1）�相殺調整には、相殺を認める強制可能な法的権利が現時点で存在し、かつ、純額ベースで決済するかもしくは
資産を実現すると同時に負債を決済する意図が存在する場合にのみ相殺表示した金額が含まれています。

　　　（注2）FVTPLの金融負債の金額に重要性はありません。

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

ご
参
考



28

　　④レベル3のインプットを使用して定期的に公正価値を測定する資産及び負債の期首から期末までの調整表

　　　当連結会計年度におけるFVTPLの金融資産の調整表は以下のとおりです。
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

当連結会計年度
（自 2025年4月1日
至 2026年3月31日）

期首残高 432,229

　損益 49,220
　購入等による増加（注1） 28,467
　売却等による減少（注2） △　45,624

　レベル3への振替 －

　レベル3からの振替（注3） △  　1,434

　その他（注4） 31,866

期末残高 494,724

上記損益のうち、期末で保有する資産に関連
する未実現損益の変動に起因する額 25,222

　　　（注1）�前連結会計年度において「購入」として表示していましたが、当連結会計年度より、「購入等による増加」として表示
しています。

　　　（注2）�前連結会計年度において「売却」「償還」として表示していましたが、当連結会計年度より、「売却等による減少」として
表示しています。

　　　（注3）�レベル3からの振替は、投資先の株式が公開したことに伴うレベル1への振替によるものです。
　　　（注4）�為替相場の変動による影響（外貨換算調整勘定に含まれるもの）及び連結範囲の異動による影響等が含まれて

います。

　　　�上記の表のうち、FVTPLの金融資産に関連する損益は、連結損益計算書の主に「収益」及び「有価証券損益」に含まれています。

　　　当連結会計年度におけるFVTOCIの金融資産の調整表は以下のとおりです。
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

当連結会計年度
（自 2025年4月1日
至 2026年3月31日）

期首残高 755,096

　その他の包括利益（注1） 91,125

　購入等による増加（注2） 36,443

　売却等による減少（注3） △   15,939

　レベル3への振替 －

　レベル3からの振替（注4） △   24,416

　その他（注5） 11,425

期末残高 853,734
　　　（注1）�当連結会計年度において、開発計画見直し等により金属資源関連銘柄の公正価値が減少、一方でLNGプロジェクトに

対する投資の公正価値が増加しています。なお、ロシアLNG事業については、Ⅺ.その他の注記 「ロシア・ウクライナ
情勢のロシアLNG事業への影響」を参照願います。また、JA三井リースへの投資については、Ⅺ.その他の注記 「JA
三井リースのグループ会社のファクタリング取引先による米国倒産法第11章申請の影響」を参照願います。

　　　（注2）�前連結会計年度において「購入」として表示していましたが、当連結会計年度より、「購入等による増加」として表示
しています。

　　　（注3）�前連結会計年度において「売却」「償還」として表示していましたが、当連結会計年度より、「売却等による減少」として
表示しています。

　　　（注4）�レベル3からの振替は、投資先の株式が公開したことに伴うレベル1への振替によるものです。
　　　（注5）連結範囲の異動による影響等が含まれています。

　　　�上記の表のうち、当連結会計年度に計上されたFVTOCIの金融資産に関連するその他の包括利益は、連結包括利益計算書の
「FVTOCIの金融資産」及び「外貨換算調整勘定」に含まれています。
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　　　当連結会計年度におけるデリバティブ債権の調整表は以下のとおりです。
　　　　　　　　     （単位：百万円）

当連結会計年度
（自 2025年4月1日
至 2026年3月31日）

期首残高 41,367

　損益 2,788

　その他の包括利益 899

　購入 456

　決済 －

　レベル3からの振替 －

期末残高 45,510

上記損益のうち、期末で保有する資産に関連
する未実現損益の変動に起因する額 2,788

　　　当連結会計年度におけるデリバティブ債務の調整表は以下のとおりです。
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：百万円）

当連結会計年度
（自 2025年4月1日
至 2026年3月31日）

期首残高 10,643

　損益 6,971

　その他の包括利益 1,255

　購入 203

　決済 △        570

　レベル3からの振替 －

期末残高 18,502

上記損益のうち、期末で保有する資産に関連
する未実現損益の変動に起因する額 6,971

　　　�上記の表のうち、当連結会計年度に計上されたデリバティブ債権及び債務に関する損益は、連結損益計算書の「収益」、
「原価」及び「雑損益」に含まれています。その他の包括利益は、連結包括利益計算書の「外貨換算調整勘定」に含まれています。

　　⑤重要な観察不能なインプットに係る情報
　　　�当連結会計年度末において、定期的に公正価値で測定されたレベル3に分類される資産の評価技法及び重要な観察不能な

インプットは以下のとおりです。

評価技法 主な観察不能インプット 範　囲

FVTPLの金融資産
FVTOCIの金融資産 インカム・アプローチ 割引率 5.4%～ 35.0%

　　　�また、上記の他に、LNG関連株式の公正価値測定で用いている重要な観察不能なインプットとして、原油価格が挙げられます。
当社は、足元の市況水準と、複数の第三者機関の見通しを踏まえて、ブレント原油1バレルあたり直近の90米ドルから数年
かけて65米ドルに下落し、中期的には70米ドル、長期的には75米ドルで推移する前提としています。なお、ロシアLNG
事業については、Ⅺ.その他の注記 「ロシア・ウクライナ情勢のロシアLNG事業への影響」を参照願います。

　　⑥重要な観察不能なインプットに係る感応度情報
　　　�定期的に公正価値で測定される金融資産のうち、インカム・アプローチで評価される投資の公正価値は、割引率の上昇

（低下）により減少（増加）します。また、LNG関連株式の公正価値は、原油価格の上昇（低下）により増加（減少）します。
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　⑵公正価値で測定されない金融資産及び金融負債
　　非流動に分類される金融資産及び金融負債のうち、公正価値で測定されないものは以下のとおりです。

　　　　　　　　  　　　　　   （単位：百万円）
当連結会計年度末

（2026年3月31日）
期末帳簿価額 公正価値

金融資産
　非流動資産
　　償却原価で測定されるその他の投資 11,809 10,965
　　営業債権及びその他の債権（注1） 並びに
　　その他の金融資産（デリバティブ債権を除く）（注2） 438,742 438,711

金融負債
　非流動負債
　　長期債務（１年以内返済予定分を除く）（注1）並びに
　　その他の金融負債（デリバティブ債務を除く）（注2） 5,174,606 5,244,752

　　（注1）�営業債権及びその他の債権には貸付金等が、長期債務には借入金、社債等が含まれています。
　　　　　 �変動金利付非流動債権（長期貸付金を含む）及び変動金利付長期債務の公正価値は、帳簿価額と近似値であると

みなしています。固定金利付非流動債権あるいは固定金利付長期債務の公正価値は、当連結会計年度末時点で同一の
残存期間の貸出、あるいは借入を、同様な条件をもって行う場合の推定金利を用いて将来キャッシュ・フローを
割引くことにより算定しています。

　　（注2）�その他の金融資産及びその他の金融負債（デリバティブ債権・債務を除く）の公正価値は、帳簿価額と近似値で
あるとみなしています。

　　　　　 �なお、FVTPLの金融資産は営業債権及びその他の債権から控除して表示し、公正価値で測定されるデリバティブ債権
及びデリバティブ債務はその他の金融資産及びその他の金融負債から控除して表示しています。

　　�非流動に分類される金融資産及び金融負債（デリバティブ債権・債務を除く）については、以下を除き、主に株価や市場
金利等の観察可能なインプットをもとに、割引キャッシュ・フロー法を用いて公正価値を算定しており、レベル2に分類して
います。

　　　レベル3に分類している営業債権及びその他の債権
　　　　公正価値………………………153,602百万円
　　　　評価技法及びインプット……�主に個別債権の信用スプレッド、デフォルト確率、予想損失率等の重要な観察不能イン

プットをもとに割引キャッシュ・フロー法を用いて評価

Ⅶ．投資不動産に関する注記
１．投資不動産の状況に関する事項
　�当社及び一部の連結子会社は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル及び商業施設等を保有しています。

２．投資不動産の公正価値に関する事項
　�当連結会計年度末における帳簿価額及び公正価値は、それぞれ185,351百万円及び520,668百万円です。
　�帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
　�また、公正価値は、所在する地域及び評価される不動産の種類に関する最近の鑑定経験を有し、かつ不動産鑑定士等の公認された
適切な専門家としての資格を有する独立的鑑定人による評価、または当該評価に調整を加えたものを用いています。当該評価は、
各物件の予想される賃料及び割引率等のインプット情報に基づき主にインカム・アプローチにより算定されており、当該
不動産の所在する国の評価基準に基づいています。

Ⅷ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から認識した収益の分解
　�「収益」のうち、顧客との契約から認識した収益の事業セグメント別の内訳は以下のとおりです。以下の事業セグメント区分は、
セグメント情報の区分と同様です。当社のセグメント情報は、取扱商品・サービス、生産プロセス、顧客、提供方法及び規制環境の
性質の類似性、並びに売上総利益、当期利益（損失）（親会社の所有者に帰属）等を用いた収益性指標に基づく経済的特徴の
類似性に基づいてオペレーティング・セグメントを報告セグメントに集約しています。なお、顧客との契約から認識した収益
以外の収益には、リース事業に係る収益、金融商品に係る収益等が含まれています。
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　  　（単位：百万円）

金属資源 エネルギー 機械・
インフラ 化学品 鉄鋼製品 生活産業 次世代・

機能推進 その他 連結合計

顧客との契約から
認識した収益 1,476,309 1,215,556 1,456,190 2,860,686 626,845 2,538,493 257,439 942 10,432,460
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２．契約残高
　�顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下のとおりです。
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （単位：百万円）

2025年4月1日 2026年3月31日
顧客との契約から生じた債権 1,794,439 1,870,436
契約負債 372,170 460,274

　�連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は「営業債権及びその他の債権」に、契約負債は「前受金（1年を
超えるものを含む）」に含まれています。契約負債は主に船舶の販売取引において、引渡前に顧客から受け取った前受金で構成
されています。なお、財またはサービスを顧客に移転する時点と支払の時点との間が1年以内となる場合には、重大な金融要素の
影響の調整をしていません。また、当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていた金額は
157,478百万円です。

３．残存履行義務に配分した取引価格
　�当連結会計年度における残存履行義務に配分した取引価格の総額は、80,908億円であり、当社グループは、当該残存履行義務に
ついて、履行義務の充足につれて期末日後から14年の間で収益を認識することを見込んでいます。残存履行義務に配分した
取引価格の総額のうち約5割は3年以内に認識される見込みです。当初の予想期間が1年以内の契約、及び、一定の期間にわたり
履行義務が充足される取引について当社及び連結子会社が請求する権利を有している対価の金額で収益を認識している契約に
ついては含んでいません。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
なお、連結会計年度末現在において、将来の収益計上時の価格が未確定である場合は、契約条件等に基づき、第三者の公表する
価格等を基礎として、将来の価格を合理的に見積り、残存履行義務に配分しています。

４．顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産
　�当連結会計年度において、顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産の額に重要性はありません。また、
認識するはずの資産の償却期間が1年以内である場合には、契約獲得の増分コストを発生時に費用として認識しています。

Ⅸ．1株当たり情報に関する注記
　1株当たり親会社所有者帰属持分	 3,093円56銭
　基本的1株当たり当期利益（親会社の所有者に帰属）	 291円12銭
　希薄化後1株当たり当期利益（親会社の所有者に帰属）	 290円86銭

　�株式付与ESOP信託が保有する当社の株式は、1株当たり情報の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めています。また、期中平均の自己株式数は37,809,037株です。

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
　事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
　�当社は、2026年4月8日付の取締役会において、以下のとおり、当社の在任条件型リストリクテッド・ストック・ユニットに基づく
事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2026年4月30日に払込手続が完了して
います。

　⑴処分する株式の種類及び数：普通株式 564,800株
　⑵処分価額　　　　　　　　：1株につき6,378円
　⑶処分総額　　　　　　　　：3,602,294,400円
　⑷処分期日　　　　　　　　：2026年4月30日
　⑸処分先　　　　　　　　　：当社執行役員　8名
　　　　　　　　　　　　　　 （うち退任者　6名）

Ⅺ．その他の注記
　ロシア・ウクライナ情勢のロシアLNG事業への影響
　�当社並びにエネルギーセグメントに属する当社連結子会社及び持分法適用会社を通じて行っているロシアLNG事業は、2022年
2月以降のロシア・ウクライナ情勢及びそれに伴うロシアに対する制裁措置等の影響を受け、各パートナーとの協議等を踏まえ、
関連する資産・負債の評価を行っています。
　�当社連結子会社MIT SEL Investmentが保有するサハリンⅡ事業に係る投資について、2024年3月23日付ロシア政府令
（第701号）にて、投資先であるSakhalin Energy LLC（以下SELLC）の新たな出資者が決定し、定款締結に向けて協議が進捗
しているものの、当事業の性質に起因する高い地政学的リスクに晒されていることなど不確実性の高い状況が依然として継続
しています。このような状況のもと、SELLCへの投資を通じて継続的に配当収入を見込むシナリオ及びその他のシナリオも
加味し、確率加重平均を用いた期待現在価値技法によるインカム・アプローチによって公正価値を測定しています。その結果、
前連結会計年度末からの公正価値の変動に重要性はありません。当連結会計年度末における本事業に係る連結財政状態計算書の
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「その他の投資」の残高は58,840百万円です。
　�今後のロシア・ウクライナ情勢を含めたロシアに関係する国際情勢の変化、ロシアの格付けの変更や制裁等に起因する事業
環境の変化や当社のロシアLNG事業に係る方針変更等が行われた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、関連する
見積りに重要な影響を与える可能性があります。当社は引き続き必要な措置を講じていきます。

　JA三井リースのグループ会社のファクタリング取引先による米国倒産法第11章申請の影響
　�次世代・機能推進セグメントに属する持分法適用会社のJA三井リースのグループ会社の取引先First Brands Group, LLC
（以下、FBG）が、2025年9月に米国倒産法第11章に基づく申請をしました。関連する公示情報によれば、FBGがその売掛債権の
相当程度につき、水増し請求、架空請求、または多重譲渡等を行っていた可能性があります。この状況を踏まえて、JA三井
リースは、FBGよりファクタリング取引を通じて取得した売掛債権に対して、同社の連結財務諸表上で損失を認識しており、
本件における当社損失は、連結損益計算書上、「持分法による投資損益」に60,438百万円計上しています。また、連結包括
利益計算書の「FVTOCIの金融資産」にて、本件を主因とした損失を21,868百万円計上しています。今後の進展次第では追加の
損益が生じる可能性があります。当社は、当連結会計年度中にJA三井リースに対する増資の引き受けを行っており、引き続き、
株主として必要な支援を行っていきます。
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計 算 書 類
株主資本等変動計算書

第106期（ご参考）（2024年4月1日～ 2025年3月31日） （単位：百万円）

科　　　　目

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産
合　計自己株式 株主資本

合　計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損　益

評 価・換 算
差額等合計

当期首残高 △   68,602 2,561,734 481,117 △ 606,055 △ 124,937 313 2,437,110

　会計方針の変更による
　累積的影響額 △     8,265 2,626 5,638 8,265 －

会計方針の変更を反映した
当期首残高 △   68,602 2,553,469 483,744 △ 600,416 △ 116,672 313 2,437,110

当期変動額

　剰余金の配当 △ 275,483 △ 275,483

　当期純利益 723,548 723,548

　自己株式の取得 △ 400,038 △ 400,038 △ 400,038

　自己株式の処分 1,913 1,072 △        136 937

　自己株式の消却 386,945 － －

　株式報酬に伴う報酬費用 573 1,414 1,414

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △ 127,107 224,485 97,377 97,377

当期変動額合計 △   10,606 50,514 △ 127,107 224,485 97,377 △        136 147,755

当期末残高 △   79,209 2,603,983 356,636 △ 375,931 △   19,294 176 2,584,866

科　　　　目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合　計別途積立金 特別積立金 繰越利益
剰 余 金

当期首残高 343,062 369,339 369,339 27,745 176,851 1,619 1,711,719 1,917,936

　会計方針の変更による
　累積的影響額 △     8,265 △ 8,265

会計方針の変更を反映した
当期首残高 343,062 369,339 369,339 27,745 176,851 1,619 1,703,454 1,909,670

当期変動額

　剰余金の配当 △ 275,483 △ 275,483

　当期純利益 723,548 723,548

　自己株式の取得

　自己株式の処分 △ 840 △        840

　自己株式の消却 △ 386,945 △ 386,945

　株式報酬に伴う報酬費用  379  379  379 83 83

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

当期変動額合計 379 379 379 － － － 60,362 60,362

当期末残高 343,441 369,718 369,718 27,745 176,851 1,619 1,763,816 1,970,033
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科　　　　目

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産
合　計自己株式 株主資本

合　計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損　益

評 価・換 算
差額等合計

当期首残高	 △   79,209 2,603,983 356,636 △  375,931 △   19,294 176 2,584,866

当期変動額		

　剰余金の配当 △ 303,268 △ 303,268

　当期純利益 603,727 603,727

　自己株式の取得 △ 200,029 △ 200,029 △ 200,029

　自己株式の処分 1,552 1,070 △          55 1,015

　自己株式の消却 179,149 － －

　株式報酬に伴う報酬費用 813 2,256 2,256

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 331,780 △ 208,845 122,935 122,935

当期変動額合計 △   18,515 103,757 331,780 △ 208,845 122,935 △          55 226,637

当期末残高	 △   97,725 2,707,740 688,417 △ 584,776 103,640 121 2,811,503

科　　　　目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合　計別途積立金 特別積立金 繰越利益
剰 余 金

当期首残高	 343,441 369,718 369,718 27,745 176,851 1,619 1,763,816 1,970,033

当期変動額		

　剰余金の配当 △ 303,268 △ 303,268

　当期純利益 603,727 603,727

　自己株式の取得

　自己株式の処分 △        481 △        481

　自己株式の消却 △ 179,149 △ 179,149

　株式報酬に伴う報酬費用  721  721  721 － －

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

当期変動額合計 721 721 721 － － － 120,829 120,829

当期末残高	 344,163 370,440 370,440 27,745 176,851 1,619 1,884,645 2,090,862

第107期（2025年4月1日～ 2026年3月31日） （単位：百万円）
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個別注記表（第107期）

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法
　売買目的有価証券………………時価法（売却原価は移動平均法により算定）
　満期保有目的有価証券…………償却原価法（定額法）
　子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
　その他有価証券
　　市場価格のない株式等以外のもの…�時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

　�売買目的有価証券以外の有価証券のうち、時価または実質価額が期末日直前の貸借対照表価額と比較して著しく下落または低下
している銘柄については、回復可能性の判定を行った上で、評価減を実施しています。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法によっています。

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
　�個別法（一部の商品については移動平均法または先入先出法）による原価法を採用しています。なお、貸借対照表価額は
収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しています。トレーディング目的で保有する棚卸資産は時価法によっています。

４．固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産……………………定額法及び定率法
　�　　　　　　　　　　　　　　�なお、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。主な資産の耐用年数は
以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　賃貸用固定資産：6～ 50年
　　　　　　　　　　　　　　　建物及び構築物：3～ 50年
　無形固定資産……………………定額法
　　　　　　　　　　　　　　　�なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間（原則として5年）に基づく定額法に

よっています。
　リース資産については、固定資産の各勘定科目に含め、リース期間を耐用年数とする定額法によっています。

５．引当金の計上基準
　貸倒引当金………………………�債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
　退職給付引当金…………………�従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における企業年金基金制度等に係る退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用については、平均残存勤務期間内の一定の年数（7年間）で按分した額を制度
改訂の期から毎期費用処理することにしています。また、数理計算上の差異については、平均
残存勤務期間内の一定の年数（7年間）で按分した額を発生の翌期から毎期費用処理することに
しています。

　　　　　　　　　　　　　　　�なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用に対応する部分を除いた
退職給付債務と年金資産の差額を、退職給付引当金または長期前払費用（「投資その他の資産」の
「その他」）として貸借対照表に計上しています。

　債務保証等損失引当金…………�子会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を
勘案の上、必要と認められる額を計上しています。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

７．ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計の方法………………�ヘッジ会計の適用要件を満たすものについては、繰延ヘッジ処理によっています。ただし、その他

有価証券をヘッジ対象とするものについては、時価ヘッジ処理によっています。なお、外貨建
金銭債権債務をヘッジ対象とする為替予約等については、金融商品に関する会計基準による
原則的処理によっています。また、金利スワップのうち所定の要件を満たすものについては、
その金銭受払純額等をヘッジ対象とする資産または負債に係る利息に加減して処理しています。

　ヘッジ手段とヘッジ対象………�外貨建債権債務、在外子会社等に対する投資への持分及び将来の輸出入取引等に伴う為替レート
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変動のリスクを回避する目的で、為替予約等の通貨関連のデリバティブ取引及び外貨建借入を
行っており、また、事業活動に伴う金利レート変動のリスクを回避する目的で、金利スワップ
取引等の金利関連のデリバティブ取引を行っています。商品については、棚卸資産及び売買
契約等に係る価格変動リスクを回避する目的で、商品関連のデリバティブ取引を行っています。

　ヘッジ方針………………………�事業活動に伴って生じる為替・金利・商品に係る相場変動のリスクは、トレーディング取引に
係るものを除き、社内リスク管理方針に基づき、リスクの特性に応じてデリバティブ取引及び
外貨建借入を利用して、ヘッジしています。

　ヘッジ有効性評価の方法………�個々の取引の特性に応じて策定されたヘッジ有効性の評価の方法により、ヘッジ対象とヘッジ
手段を対応させた上で有効性を評価しています。

８．収益認識
　�顧客との契約から生じる収益について、5ステップアプローチ（①顧客との契約の識別、②契約における履行義務の識別、
③取引価格の算定、④取引価格を契約における履行義務に配分、⑤企業が履行義務の充足時に収益を認識）に基づき、契約の
履行義務を充足した時点で収益を認識しています。なお、履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行っており、
自らの約束の性質が、特定された財またはサービスを自ら提供する履行義務である場合には、本人として収益を対価の総額で
認識しており、それらの財またはサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人
として収益を手数料または報酬の額もしくは対価の純額で認識しています。収益は、顧客が財またはサービス（すなわち、資産）に
対する支配を獲得することにより（または獲得するにつれて）顧客に資産が移転し、履行義務が充足された時点で（または
充足するにつれて）認識しています。なお、資産に対する顧客の支配の獲得時点は、資産の使用を指図し、当該資産から残りの
便益の殆どすべてを獲得する能力に基づいて判断しています。
　�当社の主な履行義務は、多種多様な商品の販売、金属・化学品・食料・物資等の幅広い製品の販売、原料炭・鉄鉱石・石油・ガス等の
販売等であり、国内取引においては、引渡、検収、出荷等の時点で、貿易取引においては、インコタームズによる危険及び費用の
移転等の時点で収益を認識しています。また、履行義務が事務代行業務（契約、資金調達、物流に係る口銭商内）等のサービスの
提供である場合には、サービスの完了、サービス提供期間の経過等の時点で収益を認識しています。顧客の支配の獲得時点の
判断においては、債権の確定、法的所有権、占有の状況、重要なリスクと経済価値の有無、資産の検収等を評価して判断しています。
　�取引対価は、通常、履行義務の充足時点から1年以内に支払を受けており、重大な金融要素は含んでいません。
　�なお、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引については、進捗度を合理的に測定できる場合に限り、履行義務の充足に
つれて進捗度を測定して収益を認識しています。進捗度を合理的に測定できないが、履行義務の充足に要したコストの回収が
見込まれる場合には、合理的な測定ができるようになるまで、発生したコストの範囲内でのみ収益を認識しています。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
　�会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を
及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　�なお、ロシア・ウクライナ情勢及びそれに伴うロシアに対する制裁措置等や、ホルムズ海峡の通航制限を含む中東情勢の緊迫化に
よる影響はグローバルに及び、当社が行うさまざまな事業分野に影響を及ぼす可能性がありますが、商品や事業内容、所在地域に
よってその影響範囲は異なるため、見積りにおいては個々の状況に鑑み判断しています。
　�
１．関係会社株式及び出資金の評価
　⑴貸借対照表に計上した金額
　　関係会社株式及び出資金　　4,209,724百万円（市場価格のないもの）

　⑵その他の情報
　　�関係会社株式及び出資金のうち、市場価格のないものは、実質価額が期末日直前の貸借対照表価額と比較して著しく低下
している場合、回復可能性の判定を行った上で、評価減を実施しています。回復可能性の判定は、子会社及び関連会社の事業
計画に基づいて行っているため、将来の不確実な経済環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、実績が計画未達で
あった場合、翌事業年度の計算書類において、回復可能性の判定に重要な影響を与える可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性
　⑴貸借対照表に計上した金額
　　繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の純額を表示しています。Ⅵ.税効果会計に関する注記を参照願います。

　⑵その他の情報
　　�繰延税金資産の回収可能額は、合理的な見積期間に基づいた課税所得、一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除の解消見込等、
現状入手可能なすべての将来情報を用いて見積っています。また、課税所得は、当社がグループ通算制度を採用していること
から、グループ通算制度の適用対象会社の事業計画に基づく課税所得を基礎としています。当該見積りは、将来の不確実な
経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来における課税所得の見積りの変更や法定税率の変更等が発生
した場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

ご
参
考



37

Ⅲ．貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：百万円）

担保に供している資産 内　訳

種　類 期末帳簿価額 取引保証金等の
代用として 保証債務のために

投資有価証券、関係
会社株式及び出資金 142,879 244 142,635

その他（注2） 262,199 262,199 －

合　　　　計 405,078 262,443 142,635

　　（注1）�上記のほか、借入約款において担保物件を特定せず借入先より請求のあった際に直ちに担保を差し入れる旨の条項の
ある借入金は289,428百万円です。

　　（注2）主に営業取引やデリバティブ取引に係る差入保証金及び敷金です。

２．自由処分権を有する担保受入金融資産
　3,702百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額
　63,621百万円

４．無形固定資産の減価償却累計額
　21,683百万円

５．偶発債務
　⑴保証債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：百万円）

被　保　証　人 保証債務残高（注1）
１．取引先等の銀行借入及び仕入債務等に対する保証
　　Mitsui & Co. Cameron LNG Sales, LLC
　　Lepta Shipping Co., Ltd.
　　Mitsui & Co. Energy Trading Singapore Pte. Ltd.
　　Oriente Copper Netherlands B.V.
　　Mitsui Iron Ore Development Pty. Ltd.
　　Yushan Energy Co., Ltd.
　　Hai Long 2 Offshore Wind Power Co., Ltd.
　　Mitsui Bussan Commodities Ltd.
　　Gumi Brasil Participacoes Ltda.
　　Mitsui & Co. LNG Investment USA LLC 

　　その他 158社（注2）

1,153,402
332,865
286,370
138,278
137,619
123,476
74,462
71,563
70,289
46,411

1,233,281
　小　　　　　　計（注3）

２．海外現地法人の銀行借入等に対する保証
　  中東三井物産バハレン会社

3,668,020

492,752
小　　　　　　計 　 492,752

合　　　　　　計 　 4,160,773
（注1）�複数の保証人がいる連帯保証及び他社が再保証している債務保証については、当社の負担となる額を記載しています。
（注2）�当社は、関連会社であるJapan Arctic LNGを通じてArctic LNG2事業に対する投資・融資を行っています。同事業に

関連する金銭保証債務の残高は当事業年度末において、197,560百万円であり、特定のJapan Arctic LNG債務に対する
保証について当社持分を上回る100%の数値で集計しています。これらに対する引当金は貸借対照表の「債務保証等
損失引当金」に57,282百万円を計上しています。

（注3）�保証差入有価証券等に基づくもの142,635百万円を含めています。
（注4）�区分掲記されている会社は主に関係会社であり、受取保証料については取引実態を勘案の上、個別に取決めを行って

います。
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　⑵割引手形残高　65,775百万円
　　�なお、輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高を手形割引に準ずるものとして含めており、その
金額は61,857百万円です。

６．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　短期金銭債権　   685,877百万円　　長期金銭債権　250,038百万円
　短期金銭債務　1,030,336百万円　　長期金銭債務　 11,058百万円

Ⅳ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高
　営業取引による取引高
　収  　  益	 500,787百万円
　原  　  価	 814,211百万円
　営業取引以外の取引による取引高	 810,071百万円

２．有形固定資産等売却益
　当事業年度に計上した有形固定資産等売却益38,730百万円のうち、主なものは以下のとおりです。
　　国内不動産売却	 29,432百万円

３．投資有価証券・関係会社株式評価損
　当事業年度に計上した投資有価証券・関係会社株式評価損76,642百万円のうち、主なものは以下のとおりです。
　　再生可能エネルギーMainstream事業関連　	 27,624百万円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度末日における自己株式数
　　　普通株式　30,416,597株
　上記の自己株式数に含まれる、株式付与ESOP信託が保有する当社の株式数は13,378,432株です。

Ⅵ．税効果会計に関する注記
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　　　　繰延税金資産		 （百万円）
　　　　　　貸倒引当金		  19,174
　　　　　　債務保証等損失引当金		  19,727
　　　　　　投資有価証券・関係会社株式等		  330,845
　　　　　　未払賞与		  14,828
　　　　　　繰延ヘッジ損益		  253,581
　　　　　　繰越欠損金（注）		  17,621
　　　　　　その他	 　	 44,107
　　　　　　繰延税金資産小計		  699,883
　　　　　　評価性引当額	 △	 440,182
　　　　　繰延税金資産合計		  259,701
　　　　　繰延税金負債	
　　　　　　その他有価証券評価差額金		  281,401
　　　　　　退職年金費用	 　	 13,189
　　　　　繰延税金負債合計	 　	 294,590
　　　　　繰延税金負債の純額	 　 	 34,889

　（注）繰越欠損金に係る繰延税金資産の失効期限は5年以内が11,315百万円、5年超10年以内が6,306百万円です。

2. 法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
　�当社は、グループ通算制度を適用しています。「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を
行っています。
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Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記
　会社等の名称 ： 三井エネルギー資源開発㈱
　種類 ： 子会社
　議決権の所有割合 ： 直接 100%
　関連当事者との関係 ： 役員の兼任、資金の預り
　取引の内容 ： 資金の預り
　取引金額 ： 385,416百万円
　期末残高 ： 389,780百万円
　取引条件及び取引条件の決定方針等 ：
　同社からの資金の預り条件については、市場金利を勘案し決定しています。

　会社等の名称 ： Mitsui＆Co. Financial Services（Australia）Ltd.
　種類 ： 子会社
　議決権の所有割合 ： 間接 100%
　関連当事者との関係 ： 役員の兼任、資金の借入
　取引の内容 ： 資金の借入
　取引金額 ： 432,068百万円
　期末残高 ： 435,997百万円
　取引条件及び取引条件の決定方針等 ：
　同社からの資金の借入条件については、市場金利を勘案し決定しています。

　会社等の名称 ： MBK USA HOLDINGS, INC.
　種類 ： 子会社
　議決権の所有割合 ： 直接 100%
　関連当事者との関係 ： 役員の兼任
　取引の内容 ： 増資の引受及び減資
　取引金額 ： 増資額810,046百万円、減資額781,998百万円
　取引条件及び取引条件の決定方針等 ： 
　同社傘下の子会社の資金需要等を考慮の上、増資の引き受け及び減資を行っています。

　会社等の名称 ： Mitsui & Co. Mineral Resources Development Pty Ltd．
　種類 ： 子会社
　議決権の所有割合 ： 直接 100%
　関連当事者との関係 ： 役員の兼任
　取引の内容 ： 増資の引受
　取引金額 ： 271,679百万円
　取引条件及び取引条件の決定方針等 ： 
　同社傘下の子会社の資金需要等を考慮の上、増資の引き受けを行っています。

Ⅷ．1株当たり情報に関する注記
　1株当たり純資産額		  991円97銭
　1株当たり当期純利益		  210円74銭
　潜在株式調整後1株当たり当期純利益	 210円55銭

　�株式付与ESOP信託が保有する当社の株式は、1株当たり情報の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めています。また、期中平均の自己株式数は37,747,285株です。

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
　事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
　�当社は、2026年4月8日付の取締役会において、以下のとおり、当社の在任条件型リストリクテッド・ストック・ユニットに基づく
事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2026年4月30日に払込手続が完了して
います。

　⑴処分する株式の種類及び数：普通株式 564,800株
　⑵処分価額　　　　　　　　：1株につき6,378円
　⑶処分総額　　　　　　　　：3,602,294,400円
　⑷処分期日　　　　　　　　：2026年4月30日
　⑸処分先　　　　　　　　　：当社執行役員　8名
　　　　　　　　　　　　　　   （うち退任者　6名）
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ご  参  考
株式の保有状況

１．投資株式の区分の基準及び考え方
　⑴投資株式の区分の基準
　　�純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準は、以下のとおりです。
　　(純投資目的である投資株式)
　　専ら株式価値の変動または株式に係る配当金による利益を享受する目的で保有する投資株式
　　(純投資目的以外の目的である投資株式)
　　上記以外の目的で保有する投資株式

　⑵投資株式の区分の考え方
　　�当社は、トレーディングと事業投資の両輪で新しいビジネス、強い事業群を創出する目的のために投資株式を
保有することがあり、このようなトレーディングからの収益、株式価値の変動や配当金による利益に加えて、
新たな事業機会の創出や当社機能の提供による企業価値向上といった中長期的な経済的利益の増大に努めて
います。このような当社ビジネスの実態を踏まえ、「専ら株式価値の変動や配当金による利益を享受する目的で
保有する株式」であり、投資先との協業や取引関係などに照らして、その投資株式の取得・処分の判断に際して、
当該株式からの経済的利得以外に考慮する要因が殆どないものを純投資目的の投資株式に区分し、それ以外の
投資を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。

　　�なお、純投資目的の投資株式、純投資目的以外の投資株式の区分にかかわらず、すべての株式については同様に
保有意義を検証し、また適切に議決権を行使しています。

　⑶投資株式の議決権行使方針
　　�投資株式に関する議決権行使について、議案の内容を検討し、投資先企業の経営方針や事業計画等を踏まえて、
当該議案が投資先企業の企業価値や株主共同の利益の向上に資するものであるか、また当該議案が投資先と
当社との間の事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化に与える影響の観点から当社の企業価値の
向上に資するものであるか等を総合的に勘案し個別に賛否を検討しています。

　⑷投資株式の保有方針及び保有の合理性を検証する方法
　　�当社は、経営会議の諮問機関であるポートフォリオ管理委員会にて、全社ポートフォリオ戦略や投融資方針の
策定、全社ポートフォリオの定期的なモニタリングを行っており、毎年実施される資産ポートフォリオ
レビューを通じて投資株式を含む全資産の保有意義の検証を行っています。収益性・資本効率の観点に加え、
事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化の蓋然性を厳正に審査し、合理性が認められた場合のみ
保有を行うとともに、上場株式については、その取得原価や時価、資本コスト等の総合的なコストと比較した
配当金・関連取引利益などの関連収益の状況に基づく経済合理性の検証、及び事業機会の創出や取引・協業
関係の状況や見通しに基づく定性面の検証を行っています。これらの検証の結果、保有意義が希薄化した場合
には売却により縮減を進めることを方針とし、取締役会においては、すべての個別銘柄ごとに定性的な保有
意義が検証されていることに加え、定量・定性両面を踏まえた保有意義の希薄化などにより、今後売却を検討
していく銘柄も確認しています。

　　�なお、当社は、当社株式を保有している会社から、その保有株式の売却等の意向が示された場合、取引の縮減を
示唆する等、売却を妨げる行為は行いません。

２．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　⑴�保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容

　　�上記 1.「投資株式の区分の基準及び考え方」における投資株式の保有方針及び保有の合理性を検証する方法を
ご参照ください。
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　　�また、特定投資株式として列挙した銘柄のうち、主要な投資先の事業戦略上の保有理由及び貸借対照表計上額は
以下のとおりです。

　　①三井海洋開発（貸借対照表計上額：149,080百万円）
　　　�浮体式海洋石油・ガス生産設備の設計・製造・据付、販売、リース及びオペレーションを手がける会社。同社と

浮体式海洋石油・ガス生産設備の長期チャーター事業等の協業関係があり、当社の海洋事業における重要
パートナー。

　　②セブン＆アイ・ホールディングス（貸借対照表計上額：103,345百万円)
　　　�セブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂を中心とした大手流通持株会社。当社は需給管理をはじめとした

原材料・パッケージの一元管理機能、共配センター運営他物流機能の提供等を通じ相互の価値最大化を図って
いる流通事業における重要取引先。

　　③大和工業（貸借対照表計上額：54,921百万円)
　　　�米国・タイでの建設用形鋼製造・販売事業を中心に海外進出を積極展開する電炉メーカー。同社及びグループ

会社と原料・製品取引あり。当社のグローバル電炉戦略における最重要パートナーであり、当社は大和工業の
タイ事業であるSiam Yamato Steelにも20%出資参画。

　⑵銘柄数及び貸借対照表計上額

区　分 当事業年度
銘柄数（銘柄） 貸借対照表計上額の合計額（百万円）

非上場株式 218 51,410
非上場株式以外の株式 64 606,509

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
区　分 銘柄数（銘柄） 株式数の増加に係る取得価額の合計額（百万円） 株式数の増加の理由

非上場株式 18 3,568
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化の蓋然性を厳正に
審査し、合理性が認められたことに
より取得

非上場株式以外の株式 2 1,504 同上

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
区　分 銘柄数（銘柄） 株式数の減少に係る売却価額の合計額（百万円）

非上場株式 20 3,922
非上場株式以外の株式 20 37,018

（注）�株式数が増加減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みません。

　⑶特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　　①特定投資株式

銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

三井海洋開発
10,162,300 10,162,300

保有目的は前記2-⑴参照。
戦略的パートナーとして、経営資源、
ノウハウ、ブランド、顧客基盤等を
相互に活用することにより当該
事業を共同推進する業務提携契約を
締結しています。

無
41,868 149,080

セブン＆アイ・
ホールディングス

48,667,440 48,667,440
保有目的は前記2-⑴参照。 無

105,267 103,345

大和工業
4,573,000 4,573,000

保有目的は前記2-⑴参照。 無
36,163 54,921

ゴールドウイン

4,367,504 13,102,512
主として生活産業セグメントに
おいて、ライフスタイル事業、中でも
スポーツアウトドア領域に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。なお、株式分割により
株式数が増加しています。

有

36,071 28,982
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銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

トヨタ自動車
7,500,000 7,500,000 主として機械・インフラセグメント

において、自動車事業領域に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
19,620 23,715

東洋エンジニアリング

8,754,000 8,754,000
主として機械・インフラセグメントに
おいて、再生可能発電プラント、
カーボンニュートラル関連プラント、
アンモニア・尿素肥料化学プラント、
石油化学プラント等のエンジニア
リング事業に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有

6,066 22,742

東レ
13,776,000 13,776,000 主として化学品セグメントにおいて、

樹脂原料や高機能フィルム等の
化学品分野に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
13,996 15,160

三井不動産
9,000,000 9,000,000 主として不動産事業に関する事業

機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
11,974 14,899

ヤマハ発動機
12,879,000 12,879,000 主として機械・インフラセグメントに

おいて、二輪車等に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
15,351 14,495

三井Ｅ＆Ｓ
2,550,000 2,550,000 主として機械・インフラセグメントに

おいて、船舶事業に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
4,192 14,221

住友金属鉱山
1,454,000 1,454,000 主として金属資源セグメントに

おいて、非鉄事業等に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の構築・
維持・強化を目的として保有して
います。

無
4,718 12,875

ＴＢＳホールディングス
2,144,000 2,144,000 主として次世代・機能推進セグメントに

おいて、メディア関連事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
9,142 11,987

加藤産業
1,576,500 1,500,000 主として生活産業セグメントに

おいて、加工食品卸売に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
7,772 10,050

三井化学

3,474,078 4,863,078
主として化学品セグメントにおいて、
ベーシック＆グリーンマテリアルズ・
モビリティ・ヘルスケア・ICT事業等に
関する事業機会の創出や取引・協業
関係の構築・維持・強化を目的として
保有しています。なお、株式分割に
より株式数が増加しています。

有

11,610 9,038

Ｊ－オイルミルズ
4,175,422 4,175,422 主として生活産業セグメントに

おいて、食用油脂に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
8,467 8,426

ＭＳ＆ＡＤインシュア
ランスグループ 
ホールディングス

2,054,700 2,054,700 主として保険関連事業等に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
6,626 8,284

日本曹達
2,030,000 2,030,000 主として化学品セグメントにおいて、

農薬事業、メチオニン事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
5,893 7,094

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

ご
参
考



43

銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

日本製鉄
2,459,954 12,299,770

主として鉄鋼製品セグメントに
おいて、鉄鋼関連事業に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の構築・
維持・強化を目的として保有して
います。なお、株式分割により株式
数が増加しています。

有
7,859 7,083

石原産業
2,019,200 2,019,200 主として化学品セグメントにおいて、

酸化チタン関連商品、チタン鉱石、
農薬関連に関する事業機会の創出や
取引・協業関係の構築・維持・強化を
目的として保有しています。

無
3,602 5,575

カネカ
1,108,691 1,108,691 主として化学品セグメントにおいて、

オレフィンや塩化ビニル樹脂等の
化学品分野に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
4,221 5,316

東ソー
2,246,500 2,246,500 主として化学品セグメントにおいて、

クロールアルカリ事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
4,613 5,197

ニップン
2,350,377 1,892,055 主として生活産業セグメントに

おいて、小麦・小麦粉・加工食品事業に
関する事業機会の創出や取引・協業
関係の構築・維持・強化を目的として
保有しています。

有
5,100 5,133

エア・ウォーター
2,385,590 2,385,590 主として化学品セグメントにおいて、

海外産業ガス市場における事業
機会の創出や取引・協業関係の構築・
維持・強化を目的として保有して
います。

無
4,503 5,068

昭和産業
1,540,000 1,540,000 主として生活産業セグメントに

おいて、飼料・製粉・油脂事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
4,365 5,020

テレビ東京
ホールディングス

1,002,050 1,002,050 主としてメディア事業分野に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
3,567 4,113

デンカ
1,087,400 1,087,400 主として化学品セグメントにおいて、

化学品素材に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
2,324 3,839

Yantai north
Andre juice

11,725,500 11,725,500 主として生活産業セグメントに
おいて、濃縮果汁事業等に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
2,276 3,698

共英製鋼
1,470,000 1,470,000 主として金属資源セグメントに

おいて、資源リサイクル事業等に
関する事業機会の創出や取引・協業
関係の構築・維持・強化を目的として
保有しています。

無
2,765 3,411

新日本空調
2,000,000 1,000,000 主として機械・インフラセグメントに

おいて、空調システムの供給・保守
関連ビジネスに関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
3,492 3,260

テイカ
1,784,094 1,784,094 主として化学品セグメントにおいて、

界面活性剤、酸化チタン等に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
2,378 3,027
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銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

三菱UFJ
フィナンシャル・グループ

1,744,500 1,163,000 主として金融取引関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。 有

3,508 3,023

ＡＤＥＫＡ
737,600 737,600 主として生活産業セグメントに

おいて、加工油脂に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
1,983 2,662

飯野海運
1,500,000 1,500,000 主として機械・インフラセグメントに

おいて、船舶事業に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
1,495 2,626

アイスタイル
ー 5,725,190 主として生活産業セグメントに

おいて、ライフスタイル事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
ー 2,410

リケンテクノス
1,344,640 1,344,640 主として化学品セグメントにおいて、

塩ビ樹脂や塩ビコンパウンド等に
関する事業機会の創出や取引・協業
関係の構築・維持・強化を目的として
保有しています。

有
1,402 2,234

三井住友フィナンシャル
グループ

667,250 444,850 主として金融取引関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。 有

2,532 2,226

Khonburi Sugar
66,666,666 66,666,666 主として生活産業セグメントに

おいて、砂糖に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
1,613 1,911

宝ホールディングス
1,333,300 926,700 主として生活産業セグメントに

おいて、エタノール関連事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
1,527 1,431

鳥越製粉
1,300,000 1,300,000 主として生活産業セグメントに

おいて、小麦・小麦粉・加工食品事業に
関する事業機会の創出や取引・協業
関係の構築・維持・強化を目的として
保有しています。

有
1,071 1,431

三陽商会
345,426 345,426 主として生活産業セグメントに

おいて、ライフスタイル事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

有
945 1,341

ATLAS LITHIUM
1,871,250 1,871,250 主として金属資源セグメントに

おいて、電池原料に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
1,446 1,301

ヤマエグループ
ホールディングス

423,300 423,300 主として生活産業セグメントに
おいて、国内外でのサプライチェーン
事業に関する事業機会の創出や
取引・協業関係の構築・維持・強化を
目的として保有しています。

有
1,010 1,210

名港海運
496,000 496,000 主として次世代・機能推進セグメントに

おいて、物流領域における事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
783 1,205

CME GROUP
20,001 20,001 主として生活産業セグメントに

おいて、穀物に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
793 944

東邦化学工業
1,233,000 1,233,000 主として化学品セグメントにおいて、

界面活性剤に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
835 937

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

ご
参
考



45

銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

MUNSIN GARMENT
3,398,714 3,398,714 主として生活産業セグメントに

おいて、台湾におけるライフスタイル
事業に関する事業機会の創出や
取引・協業関係の構築・維持・強化を
目的として保有しています。

無
788 818

わらべや日洋
ホールディングス

240,000 240,000
主として生活産業セグメントに
おいて、国内及び海外（北米・中国
等）における中食事業に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
516 716

みずほフィナンシャル
グループ

147,369 110,569 主として金融取引関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。 有

596 673

Pelat Timah
Nusantara

252,335,000 252,335,000 主として鉄鋼製品セグメントに
おいて、容器用鋼板事業等に関する
事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
486 664

ユアサ・フナショク
102,100 408,400

主として生活産業セグメントに
おいて、国内食品事業に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。なお、株式分割により
株式数が増加しています。

無
416 652

ケンコーマヨネーズ
292,000 292,000 主として生活産業セグメントに

おいて、食品製造事業に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
しています。

無
543 644

Nightingale Health
2,702,077 2,702,077 主として化学品セグメントにおいて、

未病対策事業に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
1,331 637

天昇電気工業
2,352,000 2,352,000

主として化学品セグメントにおいて、
樹脂製の自動車部品等の各種産業
用途製品、リサイクル樹脂活用に
関する日本及び海外での事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

無
602 630

セントラル警備保障
445,335 ＊ 主として次世代・機能推進セグ

メントにおいて、アウトソーシング
サービス事業に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有しています。

有
1,250 ＊

ＩＨＩ
939,500 ー 主として産業用装置事業等に関する

事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
していましたが、当事業年度に保有
株式のすべてを売却しています。

有
9,695 ー

ダイキョーニシカワ
3,222,720 ー

主として化学品セグメントにおいて、
自動車部品等に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有していま
したが、当事業年度に保有株式の
すべてを売却しています。

無
1,927 ー

ＪＫホールディングス
1,679,454 ー

主として化学品セグメントにおいて、
住宅建材に関する事業機会の創出や
取引・協業関係の構築・維持・強化を
目的として保有していましたが、
当事業年度に保有株式のすべてを
売却しています。

有
1,689 ー

東北電力
1,000,000 ー 主としてエネルギー分野に関する

事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
していましたが、当事業年度に保有
株式のすべてを売却しています。

無
1,032 ー
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銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

東邦ガス
202,419 ー 主としてエネルギー分野に関する

事業機会の創出や取引・協業関係の
構築・維持・強化を目的として保有
していましたが、当事業年度に保有
株式のすべてを売却しています。

無
837 ー

巴コーポレーション

691,500 ー
主として機械・インフラセグメントに
おいて、本邦電力会社向け送電
鉄塔・発電所向け鉄骨等の納入・
関連工事取込に関する事業機会の
創出や取引・協業関係の構築・維持・
強化を目的として保有していま
したが、当事業年度に保有株式の
すべてを売却しています。

有

826 ー

キーコーヒー
387,700 ー

主として生活産業セグメントに
おいて、コーヒー等に関する事業
機会の創出や取引・協業関係の構築・
維持・強化を目的として保有して
いましたが、当事業年度に保有株式の
すべてを売却しています。

有
791 ー

（注1）�取得原価や時価、資本コスト等の総合的なコストと比較した配当金・関連取引利益などの関連収益の状況の検証、及び、
定性的な保有意義の検証・確認により、保有の合理性を検証していますが、取引先との関係等を考慮し定量的な保有
効果の開示を控えています。

(注2) �「－」は、当該銘柄を特定投資株式として保有していないことを示します。「＊」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の
資本金の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略している
ことを示します。

(注3) �当社の株式の保有の有無は、当事業年度末の状況を、当社の株主名簿で確認できる範囲で記載しています。当事業年度末に
特定投資株式として保有していない銘柄は、前事業年度末の状況を記載しています。また、銘柄が持株会社の場合は、その
主要な子会社の保有分を確認できる範囲で勘案し記載しています。

　　②みなし保有株式

銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

トヨタ自動車
11,231,000 11,231,000 年金財政状況を補完するために退職

給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。

無
29,380 35,512

三井不動産
8,403,000 8,403,000 年金財政状況を補完するために退職

給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。

有
11,180 13,911

東洋水産
994,000 994,000 年金財政状況を補完するために退職

給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。

無
8,741 10,934

商船三井
1,999,500 1,349,700 年金財政状況を補完するために退職

給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。

有
10,373 8,767

片倉工業
2,200,000 2,200,000 年金財政状況を補完するために退職

給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。

無
4,862 6,072

三陽商会
757,800 757,800 年金財政状況を補完するために退職

給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。

有
2,074 2,944
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銘　柄

前事業年度 当事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

貸借対照表計上額
　　　　　　　 （百万円）

日本製鉄
910,000 4,550,000

年金財政状況を補完するために退職
給付信託に拠出し、当社が議決権行使
の指図権を有しています。年金財政
状況を勘案の上、売却要否を判断して
います。なお、株式分割により株式
数が増加しています。

有
2,907 2,620

（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
　　  なお、特定投資株式の（注）1～ 3は、みなし保有株式も同様の取扱いとなります。

３．保有目的が純投資目的である投資株式

区　分
非上場株式 非上場株式以外の株式

銘柄数（銘柄）
貸借対照表計上額の

合計額（百万円）
銘柄数（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

前事業年度 13 132,944 9 508,305
　新規取得 ー ー 1 22,910
　純投資目的以外から振替 ー ー ー ー
　売却 △2 △9,947 △2 △3,772
　その他（評価替、為替換算等）（注） △1 2,222 1 312,598
当事業年度 10 125,219 9 840,041
(注）関係会社株式からの区分異動を含めています。

４．保有目的が純投資目的である投資株式の当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益

区　分 当事業年度
受取配当金の合計額（百万円） 売却損益の合計額（百万円） 評価損益の合計額（百万円）

非上場株式 14,405 1,131 （注1）

非上場株式以外の株式 45,386 2,061
456,543
(△1,925)（注2）

（注1）�非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は
記載していません。

（注2） 「評価損益の合計額」の（　）は内数で、当事業年度の減損処理額です。
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５．�当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更
したもの

上場株式 株式数（株）
貸借対照表

計上額（百万円） 変更した事業年度 変更の理由及び変更後の保有または売却に関する方針

VALE 286,347,055 718,655 2022年3月期

世界最大規模の資源会社。圧倒的な競争力を持つ
優良鉄鉱石資産を保有しており、VALEの経営評議会
への役員派遣を通じて、同社の株式価値の増大や
配当金による利益を享受する目的で保有するもので
あることから、保有目的を純投資目的に変更した
ものとなります。
今後の保有または売却に関しては、相場動向や配当金
受領等の経済合理性を踏まえて、都度判断いたします。

SIMS 33,450,338 65,672 2022年3月期

世界最大規模の金属スクラップ・環境リサイクル
会社。SIMSの取締役会への役員派遣を通じて、
同社の株式価値の増大や配当金による利益を享受
する目的で保有するものであることから、保有目的を
純投資目的に変更したものとなります。
今後の保有または売却に関しては、相場動向や配当金
受領等の経済合理性を踏まえて、都度判断いたします。

HEXAGON 
PURUS＊ 58,978,293 1,021 2022年3月期

水素タンク・システム会社。株式価値の増大や配当金
による利益を享受する目的で保有するものである
ことから、保有目的を純投資目的に変更したものと
なります。
今後の保有または売却に関しては、相場動向や配当金
受領等の経済合理性を踏まえて、都度判断いたします。

ダイナミックマップ
プラットフォーム 560,500 339 2025年3月期

2025年に上場し、株式価値の増大や配当金による
利益を享受する目的で保有するものであることから、
保有目的を純投資目的に変更したものとなります。
今後の保有または売却に関しては、相場動向や配当金
受領等の経済合理性を踏まえて、都度判断いたします。

＊保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した後、当該銘柄について買い増しした株式を含みます。

非上場株式 株式数（株）
貸借対照表

計上額（百万円） 変更した事業年度 変更の理由及び変更後の保有または売却に関する方針

非上場株式
（7銘柄） ー 89,697 2022年3月期

株式価値の増大や配当金による利益を享受する
目的で保有するものであることから、保有目的を
純投資目的に変更したものとなります。
今後の保有または売却に関しては、相場動向や配当金
受領等の経済合理性を踏まえて、都度判断いたします。

（注） 株式の保有状況における各銘柄の金額は、百万円未満を切り捨てて表示していますので、合計が合わないことがあります。

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

ご
参
考


	第107回

定時株主総会

その他の電子提供措置事項
	事業報告 
	会社の現況
	１．当社グループの主要な事業内容（2026年3月31日現在）
	２．当社グループの主要な事業拠点（2026年3月31日現在） 
	３．使用人の状況 
	４．主要な借入先の状況（2026年3月31日現在） 
	５．当社グループの資金調達及び設備投資の状況
	６．当社グループ及び当社の財産及び損益の状況の推移

	会社役員に関する事項
	１．執行役員の状況（2026年4月1日現在）
	２．社外役員の状況

	株式に関する事項
	１．株式の状況（2026年3月31日現在） 
	２．大株主（上位10名）の状況（2026年3月31日現在） 
	３．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 

	新株予約権等に関する事項
	１．取締役､監査役及び執行役員が保有する新株予約権
	２．区分別の内訳

	会計監査人の状況
	１．会計監査人の名称
	２．会計監査人に対する報酬等の額 
	３．非監査業務の内容
	４．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

	業務の適正を確保するために必要な体制及び当該体制の運用状況
	１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
	２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
	３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
	４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
	５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
	６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
	７．監査役への報告・情報収集に関する体制 
	８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
	９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制 


	連結計算書類
	連結持分変動計算書
	連結包括利益計算書（ご参考）
	セグメント情報（ご参考）
	連結注記表（第107期）
	Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
	１．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
	２．連結計算書類の作成基準
	３．会計方針に関する事項

	Ⅱ．会計上の見積りに関する注記 
	１．非金融資産及び持分法適用会社に対する投資の減損及び減損戻入
	２．金融資産の評価 
	３．引当金 
	４．確定給付制度債務の測定 
	５．繰延税金資産の回収可能性
	６．気候変動による影響

	Ⅲ．会計上の見積りの変更に関する注記
	Ⅳ．連結財政状態計算書に関する注記 
	１．担保に供している資産及び担保に係る債務 
	２．営業債権及びその他の債権から直接控除した損失評価引当金
	３．有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 
	４．投資不動産の減価償却累計額及び減損損失累計額
	５．無形資産の償却累計額及び減損損失累計額 
	６．偶発債務（保証）

	Ⅴ．連結持分変動計算書に関する注記
	１．当連結会計年度末日における発行済株式数
	２．剰余金の配当に関する事項 
	３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数 

	Ⅵ．金融商品に関する注記
	１．金融商品の状況に関する事項
	２．金融商品の公正価値等に関する事項
	３．金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項

	Ⅶ．投資不動産に関する注記
	１．投資不動産の状況に関する事項
	２．投資不動産の公正価値に関する事項

	Ⅷ．収益認識に関する注記
	１．顧客との契約から認識した収益の分解
	２．契約残高
	３．残存履行義務に配分した取引価格
	４．顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産

	Ⅸ．1株当たり情報に関する注記
	Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
	Ⅺ．その他の注記 


	計算書類
	株主資本等変動計算書
	個別注記表（第107期）
	Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
	１．有価証券の評価基準及び評価方法
	２．デリバティブの評価基準及び評価方法
	３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
	４．固定資産の減価償却の方法
	５．引当金の計上基準
	６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
	７．ヘッジ会計の方法
	８．収益認識

	Ⅱ．会計上の見積りに関する注記 
	１．関係会社株式及び出資金の評価
	２．繰延税金資産の回収可能性

	Ⅲ．貸借対照表に関する注記
	１．担保に供している資産及び担保に係る債務
	２．自由処分権を有する担保受入金融資産 
	３．有形固定資産の減価償却累計額
	４．無形固定資産の減価償却累計額
	５．偶発債務
	６．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	Ⅳ．損益計算書に関する注記 
	１．関係会社との取引高
	２．有形固定資産等売却益
	３．投資有価証券・関係会社株式評価損

	Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
	Ⅵ．税効果会計に関する注記
	１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
	２．法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理

	Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記 
	Ⅷ．1株当たり情報に関する注記
	Ⅸ．重要な後発事象に関する注記 


	ご 参 考 
	株式の保有状況
	１．投資株式の区分の基準及び考え方
	２．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
	３．保有目的が純投資目的である投資株式 
	４．保有目的が純投資目的である投資株式の当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益
	５． 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの





